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請 求 の 趣 旨請 求 の 趣 旨請 求 の 趣 旨請 求 の 趣 旨

１ 被告は 原告らそれぞれに対し 各金１０万円及びこれに対する２０１５年 平、 、 （
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との判決並びに第１項について仮執行の宣言を求める。
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請求の原因請求の原因請求の原因請求の原因

第１ 本件訴訟の意義

１ 憲法前文に規定されている平和的生存権と、戦争放棄を政府に命じた憲法

第９条は、日本国憲法の最も大きな特長であり、歴史が導いた日本という国

の国柄の基を成すアイデンティティーそのものである。

「人権の尊重なくして平和はなく、平和に生きることなくして人権の尊重も

ない 」これは、日本国憲法の平和的生存権の研究の第一人者である故深瀬忠。

一北海道大学名誉教授の言葉である。

わが国は、１９３１年９月の満州事変以降のアジア・太平洋戦争により、近

隣諸国の民衆約２０００万人から３０００万人もの命を奪い、アジア諸国民を

はじめ内外に多大な惨禍を与えた。また、かかる侵略戦争の結果として日本国

民も約３１０万人が犠牲者となった。

２ われわれは、この筆舌に尽くし難い加害と被害に対する痛烈な反省と教訓

に基づき、戦争及び武力行使を放棄し、軍隊を保持せず、交戦権も認めないと

いう徹底した恒久平和主義に立脚して日本国憲法を制定した。

すなわち、前文第一段は 「日本国民は ・・・政府の行為によって再び戦争、 、

の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し」と規定し、政府に対して

は、戦争をいかなる場合にも選択してはならないし、国民に対しては政府に戦

争をさせないようにすることを求めている。

前文第二段は「日本国民は恒久の平和を念願し ・・・平和を愛する諸国民、

の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した 」と。

規定し 「安全と生存」は、軍事力によらない積極的な平和外交と「平和を愛、

」 。する諸国民 との連携・連帯により確保されるべきであると国家に命じている

さらに、同じく前文第二段は「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免

かれ、平和のうちに生存する権利を有する」と宣言し、平和的生存権が人類普
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遍の原理であることを確認した。

そして、憲法第９条は「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠

実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際

紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。／前項の目的を達する

ため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認

めない 」と規定して、徹底した恒久平和主義を確立した。。

政治権力に対する制限規範である日本国憲法は、明確に、政府が戦争をする

ことや武力の行使をすることを禁じているのである。

３ 共同通信社が２０１７（平成２９）年４月３０日までに憲法施行７０年を

前に実施した世論調査では、日本が戦後、海外で武力行使しなかった理由につ

いて、戦争放棄や戦力の不保持を定めた「憲法９条があったからだ」とする回

答は７５％に上った 憲法第９条の存在とは 関係ない は２３％だった 以。 「 」 。（

上、北海道新聞５月１日朝刊 。）

この調査からも明らかであるが、政府による武力行使を禁じる制限規範とし

ての憲法第９条の効力は、抜群のものがある。

この憲法第９条を解釈で空洞化させ、海外での武力行使を容認する安保関連

法は決して認めることはできないものである。

４ 日本国憲法がアメリカからの押し付け憲法であるとして、憲法の権威を貶

めようとする見解があるが、憲法制定の経過に反している。

憲法第９条についても、次に述べるように、昭和天皇の意思を実現しようと

した幣原喜重郎首相とマッカーサー元帥の合作とされている。

「１９４６（昭和２１）年１月２４日に幣原首相はマッカーサー元帥を訪問

し、憲法改正問題を含めて、日本の占領統治について会談した際に、戦争放棄

という考えを示唆したと伝えられている。幣原は、それが天皇制を護持するた

めに必要不可欠だと考えたのである。したがって、日本国憲法の平和主義の規
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、 、定は 日本国民の平和への希求と幣原首相の平和主義思想を前提としたうえで

最終的には、マッカーサーの決断によってつくられたと解される。日米の合作

とも言われるのは、その趣旨である （憲法第６版 芦部信喜著、岩波書店ｐ。」

５５）

また、昭和天皇は、幣原首相とマッカーサー元帥の会談に先立ち、マッカー

サー元帥を何度も訪問し 「世界のため、人類のために、戦争放棄という世界、

史の扉を開く大宣言を日本にやらせて欲しい 」ということを伝えていた（い。

わゆる「平野文書 。」）

憲法第９条及び平和的生存権の規定が昭和天皇の意思に基づくものであるこ

とは、１９４６（昭和２１）年１１月３日に開催された日本国憲法公布記念式

典における勅語及び日本国憲法の上諭においても端的に表れている。ここに両

者を引用する。

（ ）勅語

「本日、日本國憲法を公布せしめた。

この憲法は、帝國憲法を全面的に改正したものであって、國家再建の基礎を

人類普遍の原理に求め、自由に表明された國民の總意によって確定されたもの

である。卽ち、日本國民は、みづから進んで戰爭を放棄し、全世界に、正義と

秩序とを基調とする永遠の平和が實現することを念願し、常に基本的人權を尊

重し、民主主義に基いて國政を運營することを、ここに、明らかに定めたもの

である。

朕は、國民と共に、全力をあげ、相携へて、この憲法を正しく運用し、節度

と責任とを重んじ、自由と平和とを愛する文化國家を建設するやうに努めたい

と思ふ 」。

（上諭）

「朕は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたこと
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を、深くよろこび、樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會の

議決を經た帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽

昭和二十一年十一月三日

内閣総理大臣兼
吉田 茂

外務大臣

以下連署 」

５ 日本国民も憲法第９条を中心とする日本国憲法を大きな喜びをもって迎え

たのである。

このことは１９４６（昭和２１）年３月６日に政府が「憲法改正草案要綱」

を発表し、４月１７日に憲法改正草案要綱に修正を加えた「憲法改正草案」を

発表した際の新聞報道から明らかである。以下、当時の新聞社の社説等を引用

する。

⑴ 朝日新聞社（３月７日付社説）

「 戦争の絶滅を）世界各国に先立って、憲法中に規定しようとするのは（

…（中略）…平和的日本国民の心情を厳粛に世界に対して表現したもの」

⑵ 読売報知新聞社（同月８日付、社長馬場恒吾〈憲法研究会メンバー〉執筆

の論評）

「世界中どこにこれほど平和主義に徹底した国があるのか。…（中略）…

日本は無抵抗主義に徹底する覚悟を決めたのである」

⑶ 産業経済新聞社（同月８日付社説）

「侵略好戦の悪夢から覚醒したる日本国民が経験と悲運を通じて獲得した

る最高なる決意を全人類の前に提示するもの」

⑷ 毎日新聞社世論調査（同年５月２７日付）

政府の憲法改正草案に対する世論について調査し、賛成が８５％、反対

が１３％との記事を掲載している。
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憲法改正草案は、字句等の修正を経て、昭和２１年６月２０日、帝国憲法改

正案として帝国議会衆議院に提出された。

帝国議会衆議院では、帝国憲法改正案に対し、多くの修正がなされた。著名

、 「 」 「 」 、な例として 第１条の 日本国民 を 主権の存する日本国民 に改めた点や

第９条第１項に「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求

し」という、戦争を放棄する積極的な理由を示す文言を挿入したりした点が挙

げられる。

６ 日本国憲法の国際的位置づけについては、進藤榮一筑波大学教授の考察が

極めて説得的である。進藤教授は２０００（平成１２）年４月６日に開催され

た衆議院憲法調査会での「日本国憲法の制定経緯」に関する参考人として、下

記概要の意見を陳述している 「その（日本国憲法の）国際的な意味は何なの。

か。そのことを考えていきますと、結局、日本国憲法とは、人類の長い歴史の

中で辿るべくして辿った一つの帰結点ではなかったのか、それはまた、辿るべ

くして辿る今後の二十一世紀世界に向けての出発点ではないのかということに

つきましょう。その（日本国憲法に至る）歴史の流れは、三点に集約できる。

ひとつは、民主化、デモクラティゼーション。二つは、脱軍事化、デミリタリ

ゼーション｡そして三つ目は、脱植民地主義化、デコロニゼーションです。こ

れら、いわば「三つのＤ」は十五世紀から十九世紀に至る近代諸国家がつくり

上げてきた生き方の終着点であり、再び出発点でもあるわけです（分割された

領土 もうひとつの戦後史 進藤榮一著、岩波文庫ｐ１７４～１７６ 」）。

、 、 （ 、なお 民主化については アメリカがアジア・中東の国々 アフガニスタン

イラク、シリア等）の民主化を武力で達成しようとして泥沼の状況を引き起こ

している現実を観ると、脱軍事化、脱植民地化の二つのＤが最も重要であるこ

とがわかる。他国の政治制度について、軍事力で介入することは国際法上も許

されないことである。

７ 日本国憲法の平和主義そして平和的生存権は、その誕生後から現在に至る
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まで、絶えず脅かされ、危機にさらされ(ある時は侵害され）続けてきた。

８ そうした中で、政府は、２０１５（平成２７）年９月１９日、多くの国民

の反対や、ほぼ全ての憲法学者の憲法違反であるという声を無視して、強行採

決を繰り返し、第１８９回国会で、いわゆる新安保関連法（以下 「安保関連、

」 ） 、 （ （ ） ）。法 という を可決 成立させた 翌２０１６ 平成２８ 年３月２９日施行

安保関連法は 集団的自衛権の行使を認め 他国軍隊の武力行使と一体の 後、 、 「

方」支援行為を行い、更にはＰＫＯへの派遣部隊に武力行使の危険性の高い新

任務を付与したものであって、これまでの自衛隊の存在や活動の存在理由・正

当化理由とされてきた「専守防衛」をも大きく超えるものである。これは、こ

れまで自衛隊の存在や活動拡大を違憲であるとしてきた立場からはもちろんの

こと、従来政府のとってきた個別的自衛権を前提として自衛隊は合憲であると

の解釈をも大きく超えるものであり、違憲と言わざるを得ない。

政府は「憲法解釈を変更する」という方法で、従来の政府見解からしても違

憲と評価される法案を提出し成立させた。こうした恣意的な憲法解釈の変更を

行う政府のやり方は、憲法尊重擁護義務に反するだけではなく、立憲主義の根

本理念を踏みにじり、国民主権の基本原理に反し、日本の民主主義制度の根幹

を揺るがすものである。

９ 司法の使命

、 、安保関連法が施行された今 自衛官やＮＧＯ関係者が戦争に巻き込まれたり

国民がテロの標的にされる危険性が現実のものとなり、さらに、多くの人が心

から願っている平和のもとで暮らす、戦争をしたくない、人を殺したくない、

殺されたくないなどという心からの願いが踏みにじられる状況となった。

まさに平和的生存権に基づく生存や平和への願いが現実におびやかされる事

態となった。

憲法違反の安保関連法に裁判所が追随することは、自衛官を含む国民の生命
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を危険な状況に放り出すことに裁判所も加担することになる。行政と立法が憲

法違反の行為を行った場合の憲法保障の最期の砦は司法、すなわち裁判所をお

いて他にない。まさに、人権保障のための三権分立の最も重要な内容である違

憲立法審査権を機能させることが日本国憲法の制定以来最も強く求められる事

態に至っているのである。ここで違憲立法審査権を行使しないでどの場面で行

使するのかという時代状況になっていることを、裁判所には明確に認識してい

ただきたい。

裁判官には、憲法を尊重し、擁護する義務がある。重ねて指摘するが、安保

関連法は、その内容においても、手続きにおいても、日本国憲法が立脚する、

恒久平和主義、立憲主義、民主主義から到底許されるものではない。この最大

の憲法違反行為に対し、憲法の番人であり、人権の砦たる裁判所が、毅然とし

た判断を示すこと、すなわち安保関連法は日本国憲法に違反すると宣告し、か

つ原告らの国家賠償請求を認容することが、今求められている。再び戦争が起

こってからでは取り返しがつかないのである。

戦争で非業の死を遂げた多くの過去の国民、憲法第９条及び平和的生存権を

解釈改憲により奪われている現在の国民、侵すことのできない永久の権利とし

て憲法第９条及び平和的生存権を保障されるべき将来（未来）の国民（憲法第

１１条、第９７条）のため、裁判所には憲法の番人、人権の砦としてのその責

務を果たし、司法の存在意義を世に示していただきたい。
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第２ 日米安保条約下の自衛隊とその実体

１ 自衛隊が創設された経緯

⑴ 国連憲章は、武力による威嚇又は武力の行使を原則として禁止した（国連

憲章第２条第４項 。これは、日本国憲法第９条第１項と共通するものであ）

る。

しかし、国連憲章は、国際連盟がファシズムの台頭に無力であった経験に

立って、国連安全保障理事会（以下「国連安保理」という）に軍事的強制措

置発動の権限を認め（国連憲章第４２条 、国際の平和及び安全の維持又は）

回復に必要な軍事力の行使を認めた。

これに対し、日本国憲法は、国際紛争を解決する手段としての戦争放棄を

一般的に宣言するだけでなく、憲法第９条第２項で交戦権を否認するととも

に、一切の戦力を放棄し、対外的実力戦闘行動を任務とする人的物的組織を

保持しないことを明らかにした。かかる徹底した非武装平和主義は、国連憲

章の精神をさらに一歩進めた先駆的な意義を有するものであった。

⑵ わが国の国連に対する加盟申請書（１９５２（昭和２７）年６月１６日）

には 「国際連合の加盟国としての義務を、その有するすべての手段をもつ、

て、履行することを約束する」との文言がある。

加盟申請書の作成に関与した当時の外務省条約局長の西村熊雄氏は、昭和

３５年８月１０日に行われた憲法調査会第三委員会第２４回会議において、

「 その有する」という文言によって）日本政府はその有するあらゆる手段（「

によって国際連合憲章から生れる義務を遵守するが、日本のディスポーザル

（注： 、処置の仕方、思い通りにできること）にない手段を必要とdisposal

する義務は負わない、すなわち軍事的協力、軍事的参加を必要とするような

国際連合憲章の義務は負担しないことをはっきりいたしたのであります。こ

の点は忘れられておりますけれども、この機会に報告しておきます 」と述。

べている。
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なお、日本の国連加盟はすぐには承認されず、加盟の承認は、日ソ共同宣

言後となる、１９５６（昭和３１）年１２月における国連総会まで待たねば

ならなかった。

⑶ わが国の周辺地域においては、１９４９（昭和２４）年１０月、中国大陸

における国共内戦に勝利した共産党軍が中華人民共和国政府の樹立を宣言

し、朝鮮半島においては１９５０（昭和２５）年６月に朝鮮民主主義人民共

和国軍が大韓民国軍に奇襲攻撃を仕掛けたことで朝鮮戦争が勃発する（１９

５３（昭和２８）年７月休戦協定締結）など、大きな情勢の変化が続いた。

当時、わが国を実質的に占領統治していたアメリカ合衆国は、このような

共産主義勢力の台頭を警戒し、わが国を共産主義勢力に対する防波堤とすべ

く、従前の「非軍事化」という対日政策を転換し、これによりわが国は再軍

備への道を歩み始めた。

すなわち、１９５０（昭和２５）年にＧＨＱ指令により警察予備隊が創設

され、１９５２（昭和２７）年に警察予備隊は保安隊へと改組され、１９５

４（昭和２９）年６月に自衛隊が設立された。この間に、わが国は、サンフ

ランシスコ平和条約を締結し主権を回復するとともに、日本の安全保障にア

、 （ ）メリカ合衆国が関与し アメリカ軍を日本国内に駐留させること 在日米軍

を定めた旧日米安全保障条約を締結した。

⑷ 自衛隊を創設するにあたり、政府は、憲法第９条違反の批判を回避するた

めに、自衛隊が「専守防衛」のための組織であることを強調した。

すなわち、国家の自然権的権利である個別的自衛権は憲法第９条の下でも

放棄されておらず、したがって、他へ攻撃をしかけることなく、他から自己

の領域が攻撃を受けたときに初めて、その領域周辺において自己を守るため

にのみ武力を用いる「専守防衛」は合憲である、というものである。

このことは、自衛隊創設の国会審議にあたって、参議院が「本院は、自衛

、 、隊の創設に際し 現行憲法の条章とわが国の熾烈なる平和愛好精神に照らし
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海外出動は、これを行わないことを茲に確認する」という「自衛隊の海外出

動を為さざることに関する決議」を可決し、また、これを受けて政府が「自

衛隊は、海外派遣というような目的は持ってないのであります。従って只今

の決議の趣旨は十分これを尊重する所存であります 」と答えたことからも。

明らかである。

実際に、自衛隊法第３条第１項や防衛庁設置法第４条（現行の防衛省設置

法第３条に対応する）は、自衛隊の目的ないし任務として 「我が国の平和、

、 、 」 、と独立を守り 国の安全を保つため 我が国を防衛すること を挙げており

「我が国の同盟国の防衛」は目的ないし任務とはなっていない。

⑸ 旧日米安全保障条約は、１９６０（昭和３５）年６月に、現行の日米安全

保障条約（以下「日米安保条約」という）に改定された。ここでは、自衛隊

の組織や活動との関係で重要な次の２条項を指摘する。けだし、安保関連法

は軍事組織的には自衛隊をアメリカ軍との一体化に主たる内容があるので、

現行の日米安保条約との整合性も問題になるからである（留意点に下線を引

いた 。）

［共同防衛］

第５条➀ 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、何れか一

方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであるこ

とを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処する

ように行動することを宣言する。

［基地の供与］

第６条 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全

の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が

日本国において施設及び区域を使用することを許される。

⑹ 以上における自衛隊に関する憲法論において留意すべきことは、自衛権と

いう概念は、憲法上には全く存在していない、憲法外の自然法的理念に基づ



- 11 -

くものであり、そのような明文なき根拠によって自衛隊の合憲性が導かれて

いるということである。すなわち、自己保存的・自然権的な「自衛のための

必要最小限度の実力である限りにおいて」合憲だという、合憲限定解釈なの

である。

そうである以上 「戦争の用に供しうる」人的物的組織体である自衛隊の、

活動については、自ずと大きな限界があり、法解釈としては 「自衛」目的、

以外の活動については違憲の推定が働くと言わざるを得ない。

そのため、その後の自衛隊の役割や活動範囲をめぐっては、その装備や海

外派遣、アメリカ軍との編成・装備・作戦等の一体化や実際の活動範囲、集

団的自衛権行使の可否などが常に問題となり、その都度、合憲性の主張立証

「 」 、 。責任を負う歴代政府が 解釈 を示し それが積み重ねられてきたのである

２ 自衛隊の現有「戦力」

⑴ 本項の位置づけ

、 。ア 安保関連法は 自衛隊の活動に法的正統性を与えようとするものである

本件訴訟では、国家賠償を求めているが、その違法行為の本質は、政府の

権限によって発動されうる実力組織すなわち自衛隊の実質と、その実力の

発動要件が憲法上の制約の範囲を超えているという点にある。

また、自衛隊という実力組織は、現実として、常に日米安保条約に基づ

く在日米軍と不即不離の関係にあった。安保関連法は、このような先行し

て現実として存在している自衛隊とその活動に対し、法的正統性を後付け

で付与しようとするものとなる。

そこで、まず、自衛隊の軍隊としての実態を明らかにする。

イ 安保関連法の柱の一つは、アメリカ軍と自衛隊の一体化と、集団的自衛

。 、 、権の行使を可能にすることにある 原告らが 安保関連法の制定によって

自衛隊が我が国を守る存在からアメリカ軍とともに戦う存在へと変質する

こと、そのような自衛隊の変質により、再びわが国が戦争を行う危険性が
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高まり、平和のうちに生きる権利の侵害を感じるのには、次に述べるよう

な歴史に裏打ちされた根拠がある。

わが国は、明治以降、①日英同盟、②日独伊三国同盟、③日米同盟とい

う３つの軍事同盟を締結した 最初に締結された①日英同盟 １９０２ 明。 （ （

治３５）年）は、締結当初は「相互不介入」を定めたものであったが、２

回の改定を経て「攻守同盟」となった。そして、わが国は、この日英同盟

に基づきイギリスの対ドイツ戦争に加わり、第１次世界大戦に参戦した。

②日独伊三国同盟（１９４０（昭和１５）年）は、日独伊防共協定（１

９３７（昭和１２）年）が攻守同盟化したものである。わが国とドイツ・

イタリア両国とは、距離的な隔たりがあるため、軍事的な連携という意味

ではほとんど実効性を欠くものであったが、わが国を枢軸国の一員として

定義づけることで、連合国との戦争に向けた国家体制作りを先導したもの

であることは間違いない。

③日米同盟は、日米安保条約に基づくものである。この日米安保条約下

における自衛隊とアメリカ軍の協力体制の構築について定めた軍事マニュ

、 （ 「 」 ） 。アルが 日米防衛協力の指針 以下 日米ガイドライン という である

日米ガイドラインは、２０１５（平成２７）年に２回目の改定が行われた

が、その改定において、日本の活動について従前置かれていた「憲法上の

制約の範囲内において」という文言が取り払われ、単に「憲法に従って」

という文言に置き換えられた。また、日本の行う後方支援の対象となるア

メリカ軍についても、従前置かれていた「日米安保条約の目的の達成のた

め活動する米軍」という文言が取り払われ、文言上全てのアメリカ軍がそ

の対象となった。

安保関連法の強行採決が「戦争前夜 「参戦前夜」と言われる所以の一」

つは、ここで挙げたような、日本がどこまでもアメリカ合衆国に協力する

体制作りに法的正統性を与えようとする点にある。
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⑵ 自衛隊の兵力

ア 自衛隊の現在の兵力及び装備（戦車・主要火器の保有数、主要航空機の

保有数、主要艦船の就役数、誘導弾(ミサイル）の性能）は、以下のとお

りである（なお、資料については、特に断り書きのない限り、平成２８年

版防衛白書からの引用である 。）

兵員は、陸上自衛隊員が１３．９万人、海上自衛隊員が４．２万人、航

空自衛隊員４．３万人である。

イ イギリス国際戦略研究所（ＩＩＳＳ）が毎年発行している書籍「ミリタ

リー・バランス」は、同研究所が収集した各国の兵員、兵器、国防支出等

の情報がまとめられたものである。次頁の表及び次々頁以降のグラフは、

アジア及びヨーロッパ主要国の兵員数、軍事費及び軍事支出について、１

９８９年のもの（ ミリタリー・バランス１９９０－１９９１ 防衛庁防「

THE衛局調査第二課 メイナード出版 に基づく と ２０１５年のもの、 」 ） 、 （「

」に基づく）とを比較したものである。MILITARY BALANCE 2016

表中の記載事項について補足説明すると 「準軍事組織」( )、 Paramilitary

とは、沿岸警備隊や国境警備隊などのように、正規の軍隊ではないが警察

力以上の実力を有する組織を指す。
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正規軍の兵員数で比較すると、自衛隊は、アジアにおいては中国、イン

、 、 、ド 韓国に次いで数が多く ヨーロッパ主要国のどの国よりも数が多いが

、 。 、準軍事組織を含めた比較だと フランス・イタリアは日本を上回る また

軍事支出の金額では、自衛隊はアジアにおいては中国、インドに次いで三

番目であり、ヨーロッパ主要国ではフランス及びイギリスが日本よりも多

額である。

一方で、軍事費の対ＧＤＰ比率及び一人あたりの軍事費で言えば、日本

はいずれも低いレベルにとどまっている。このことは、日本が、経済力の

「 」 、拡大に伴い軍事大国化を目指すという 普通の国 を志向しない国であり

「 」 。まさに 熾烈なる平和愛好精神 を持った国であることをあらわしている

⑶ 自衛隊の装備

ア 自衛隊の装備について主なものを挙げると、次のとおりである。

・主力戦車 約６９０両 装甲車 約９６０両

・戦闘機 約３５０機

・護衛艦 ４７隻・２４万トン 潜水艦 １７隻・４８万トン

・対弾道弾ミサイル、対航空機ミサイル
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イ 以上の正面装備においても、常備兵員数と同様に、ミリタリー・バラン

スによって１９８９年と２０１５年とを比較すると、ドイツ軍（１９８９
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年のデータは西ドイツ軍のもの。以下同じ ）の主力戦車（ＭＢＴ）は５。

０４５両から３０６両に、フランス軍は１３４０両から２００両に、イギ

リス軍は１３３０両から２２７両に、イタリア軍は１３３３両から１６０

両に減った。これに対して、自衛隊の戦車保有数は１２２２両から６８８

両への減少にとどまる。

作戦機（ヘリコプターは除く）でも、ドイツ軍が６２１機から２４３機

に、 フランス軍は６９４機から３６０機に、イギリス軍は５８３機から

、 。 、２６６機に イタリア軍は４２５機から２６０機に減った これに対して

自衛隊の作戦機は、４７３機から６３７機に増強された。

主要艦船の比較は、フランス、イギリスが攻撃型空母と原子力潜水艦保

有国であるため単純な比較はできないが、主要水上戦闘艦及び潜水艦の保

有数は、ドイツ軍が１４隻から１５隻へ（潜水艦は２４隻から５隻 、フ）

ランス軍が４４隻から２３隻へ（潜水艦は２０隻から１０隻 、イギリス）

軍が５０隻から１９隻へ（潜水艦は３２隻から１０隻 、イタリア軍が３）

０隻から１９隻へ（潜水艦は１０隻から６隻）と、ドイツの主要水上戦闘

艦を除き減少している。

これに対して、自衛隊の主要水上戦闘艦の保有数は、６８隻から４７隻

に減少した。ただし、潜水艦は１５隻から１８隻に増強され、全通飛行甲

板（艦首から艦尾まで貫通した飛行甲板）を有するヘリ搭載型護衛艦３隻

と、僚艦防空能力を有するミサイル護衛艦１０隻が新造されており、大型

化・高戦力化が顕著である。

ウ ミリタリー・バランスから作成した表及びグラフの解説部分で若干触れ

たが、軍事力を国家の財政支出の面から見ると、日本は、ＧＤＰの中に占

める軍事費の割合が約１％である 一定の経済規模と軍事力を備える国 イ。 （

ギリス、フランス、インド、韓国など）は、２％前後である。日本と同じ

く戦後再軍備を行ない、冷戦崩壊後にＮＡＴＯ軍の一員として海外派兵を
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． 、 ． ． 。行なうようになったドイツは１ ２％弱 中国も１ ２～１ ３％である

日本の軍事費負担は諸国と較べて少ないものであったが、２０１５（平

成２７）年のガイドラインと安保関連法により、今後は地域を限定せず、

地球的規模で長期間にわたりアメリカ軍と協力することが想定される。装

備の大型化・高戦力化と、アメリカ軍との一体化を併せ考慮すれば、国家

財政における軍事費負担が急増していくことは避けられない。

⑷ 安保関連法制定に先立つ日米防衛協力の指針、中期防衛力整備計画など

ア 安保関連法に基づいて、具体的に自衛隊がどのように運用され、どのよ

うな任務に就き、如何なる場合に武器使用、武力の行使を行うのかは、同

法の国会審議において明確に説明されなかった。

しかし、この点については、安保関連法の成立（２０１５（平成２７）

） 「 」（ （ ）年９月 に先立ち策定された 国家安全保障政策 ２０１３ 平成２５

年１２月１７日閣議決定 「平成２６年度以降の防衛計画の大綱 （同日）、 」

閣議決定 「中期防衛力整備計画 （同日閣議決定）そして、日米ガイド）、 」

ライン（２０１５（平成２７）年４月２７日）において、如何なる理念・

基本方針のもとに運用されるのかということが明確に示されている。

イ 日米ガイドラインは、日米安保条約に基づく防衛協力の具体的在り方、

具体的役割分担を定めた文書で、１９７８（昭和５３）年に初めて策定さ

れたのち、１９９７（平成９）年に改訂され、２０１５（平成２７）年に

２度目の改定がなされた。なお、これは日米両国の閣僚間で合意されるも

ので、国会承認は必要とされていないが、憲法上、武力行使に明確な制約

のあるわが国において、武力行使をなしうるケースの変更を、国会の承認

も憲法の改正も経ずに行うというのは明らかに問題がある。

これまでの７８年日米ガイドラインと９７年日米ガイドラインにおいて

は、日米の防衛協力を３段階に分けて想定し 「未然 平素 「日本有事」、 」=

「 」 、 「 」周辺有事 との項目が設けられており 形式上は 日本の防衛のための
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協力の指針となっていた。しかし、２０１５年日米ガイドラインでは、そ

、 、 。の３段階の仕切りは取り払われ そして 冒頭に以下の文章が設けられた

平時から緊急事態までのいかなる状況においても日本の平和及び安全

を確保するため、また、アジア太平洋地域及びこれを超えた地域が安定

し、平和で安定したものとなるよう、日米両国間の安全保障及び防衛協

力は次の事項を強調する。

・切れ目のない、力強い、柔軟かつ実効的な日米共同の対応

・日米両政府の国家安全保障政策間の相乗効果

・政府一体となっての同盟としての取り組み

・地域及び他のパートナー並びに国際機関との協力

・日米同盟のグローバルな性格

ここで特に注目すべきは、

① 「アジア太平洋地域及びこれを超えた地域 「日米同盟のグローバル」

な性格 「防衛協力」という文言が示すように、日米の協力の範囲は日」

本の防衛を大きく超えて全世界に及んでいること（日米安保条約第５条

の「日本国の施政の下にある領域」や同第６条の「極東における国際の

平和及び安全の維持」といった地域的概念の放擲）

② 日米の協力は、段階（平時か、有事か）の仕切りなく、全面協力とな

ること（ 切れ目のない柔軟かつ実効的な日米共同の対応 ）「 」

である。これによれば、自衛隊は、防衛協力という名のもとに、アメリカ

軍の軍事行動に対し、それがどこの地域であっても全面協力しうるという

ことになる。これは、自衛隊が専守防衛に徹することの担保がなくなった

ことを意味する。

ウ 上記ガイドラインを実施するための国内法が、安保関連法である。

すなわち、安保関連法案が閣議決定され国会に提出されたのが２０１５

（平成２７）年５月１５日であるが(閣議決定は１４日 、２０１５年日米）
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ガイドラインが合意されたのは、それに先立つ同年４月２７日であり、そ

して、その２日後の４月２９日に、安倍晋三首相は、米連邦議会において

演説をし、その中で以下のように述べた。

「 、 。 、日本はいま 安保法制の充実に取り組んでいます 実現のあかつき

日本は、危機の程度に応じ、切れ目のない対応が、はるかによくでき

るようになります。

この法整備によって、自衛隊と米軍の協力関係は強化され、日米同

盟は、より一層堅固になります。それは地域の平和のため、確かな抑

止力をもたらすでしょう。

戦後、初めての大改革です。この夏までに、成就させます （中略）。

それこそが、日米防衛協力の新しいガイドラインにほかなりません 」。

この演説から明らかなように、安保関連法は、２０１５年ガイドライン

が実行されるための国内法であることは明白である。

エ また、自衛隊統合幕僚監部は、安保関連法制定前に 「日米防衛協力の、

指針（ガイドライン）及び平和安全法制関連法案について」と題する文書

を作成している(参議院特別委員会８月１１日 。）

この文書の冒頭には以下のように書かれている。なお、各節の後のかっ

こ書き（引用者注：～）は、本準備書面に前記文書を引用するにあたり、

各節に何が書かれているかを示すために筆者が付け加えた部分である。

「ガイドラインの記載内容については、既存の現行法制で実施可能な

ものと、平和安全法制関連法案の成立を待つ必要があるものがあり、ガ

イドラインの中では、これらが区別されることなく記載されています。

（ ）Ｂ節 引用者注：日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処

は、前ガイドラインの「周辺事態」に対応する部分であり、平和安全法

制で言うところの「重要影響事態」に関連する部分です。平和安全法制
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との関連性のある部分です。

Ｄ節(引用者注：日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動)は、我

が国の集団的自衛権の行使に関連する部分であり、本ガイドラインで新

規で盛り込まれております。これも平和安全法制と関連性のある部分で

す。

第５章(引用者注：地域の及びグローバルな平和と安全のための協力)

は、国際的な活動における協力等についてであり、本ガイドラインでは

一つの章として記載されています。この章も平和安全法制との関連性が

あります 」。

このように２０１５年日米ガイドラインには、安保関連法で初めて盛り

込まれることとなり大きな国民的議論の対象となった 重要影響事態 集「 」「

団的自衛権 「後方支援」などについて、ガイドラインと安保関連法制と」

の緊密な関係が示され、しかも、いまだ安保関連法が成立していない段階

において、その成立を先取りする形で、自衛隊がアメリカ軍との協力の中

で実施することが想定され、合意されたものである。

すなわち、２０１５年日米ガイドラインで合意された事項をすべて実施

可能とするには安保関連法の成立が必要であり、逆に言えば安保関連法成

立によって２０１５年日米ガイドライン合意事項が全て実現できることに

なったのである。従って、安保関連法は、アメリカ軍と一体化した自衛隊

の表の顔であり、安保条約と２０１５年日米ガイドラインはその裏の顔と

言うことができ、合せて理解されるべきである。

⑸ 北海道における自衛隊

ア 安保関連法を先取りして合意されたのが２０１５年日米ガイドラインで

あり、さらにそれに先立って、２０１３年に「国家安全保障政策 「平成」

２６年度以降の防衛計画の大綱 「中期防衛力整備計画」が策定されてい」、

る。すでにこの時点で、安保関連法や２０１５年日米ガイドラインに見ら
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れる「全世界的、全面的日米軍事協力」を盛り込んだ計画が策定されてい

る。そして、これらに基づいて、すでに具体的な編成がなされ、現在進行

中である。

イ これらを本件の原告が多く居住する北海道の自衛隊について見てみる。

北海道には、陸上自衛隊の第２師団（司令部：旭川市 、第５旅団（司）

令部：帯広市 、第７師団（司令部：千歳市 、第１１旅団（司令部：札幌） ）

市）があり、航空自衛隊千歳基地、海上自衛隊函館基地隊・余市警備隊な

どがある。

、 、 （ ）、また 演習場として 日本最大面積を持つ矢臼別演習場 別海町など

、 。札幌周辺とする道央地区に広がる北海道大演習場など ２５か所以上ある

冷戦時代には、ソ連が道内に上陸して軍事衝突が起きるとの想定で、全

国の陸上自衛隊の３分の１、火力の２分の１を北海道に集中すると言われ

ていた。かような下で、恵庭事件、長沼ナイキミサイル訴訟が、この北海

道で発生し、自衛隊の違憲性をめぐる憲法裁判が争われた。

ウ 冷戦終結後、北海道の自衛隊基地の多くは、日米安保条約第６条に基づ

く地位協定（以下 「地位協定」という ）第２条第４項（ｂ）により、ア、 。

メリカ軍との共用となってきた。地位協定第２条第４項（ｂ）により共用

となっている面積は、次頁以降の表のとおり、１８施設・区域、３４４，

５７３，０００㎡に及び、面積では全国計９８０，２６４，０００㎡の３

５ ２％を占め 沖縄県の３２施設・区域 １８８ ２２２ ０００㎡ １． 、 、 ， ， （

９．２％）を大きく上回っている。

沖縄は、地位協定第２条第４項（ａ）に基づくアメリカ軍専用基地が大

半を占めるが、アメリカ軍と自衛隊の一体化が進む中で、その区別をしな

ければ、北海道が日本で最も多くの日米の軍事施設・区域を抱えており、

それが安保関連法と２０１５年日米ガイドラインによりいっそう増強され

ていくことは確実である。
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第３ 安保関連法の概要

１ 安保関連法の構造

安保関連法は、１０本の現行法をまとめて改正する「平和安全法制整備法」

という法律と、国際平和支援法という１本の新規法からなっている。

⑴ 平和安全法制整備法（改正「国際連合平和維持活動等に対する協力に関す

る法律」による新任務付与を含む）

ア 自衛隊法の改正

自衛隊の任務の総括規定（第３条 、それに基づく個別の自衛隊の行動）

（第６章）及び権限（第７章）等の規定の改正・新設。自衛隊法プロパ

ーの新設・改正条項（関係法律の改定に関するものを除く ）として次の。

ものがある。

在外邦人等の保護措置（救出等）の規定とその際の武器使用規定の新(ｱ)

設（第８４条の３、第９４条の５）

米軍等外国軍隊の武器等防護のための武器使用の規定の新設（第９５(ｲ)

条の２）

米軍に対する物品・役務の提供の拡大（第１００条の６）(ｳ)

国外犯処罰規定の新設（第１２２条の２）(ｴ)

イ 有事関連法関係

武力攻撃事態対処法の改正（存立危機事態を含む「事態対処法」へ）(ｱ)

米軍行動関連措置法の改正（存立危機事態を含め、地理的制限のない(ｲ)

「米軍及び他の外国軍隊の支援措置法」へ）

特定公共施設利用法の改正（武力攻撃事態等で米軍以外の外国軍隊も(ｳ)

施設利用調整対象に含める）

海上輸送規制法の改正（存立危機を含め、地理的制限なく、敵性船舶(ｴ)

が輸送する外国軍用品等の強制検査・回航措置を行うものになる）

捕虜取扱い法の改正(ｵ)
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ウ 周辺事態法関係

周辺事態法の改正（ 重要影響事態法」へ）（ア） 「

周辺事態船舶検査活動法の改正（国際平和共同対処事態と共通の、（イ）

「重要影響事態等船舶検査活動法」へ）

エ 国連平和維持活動協力法の改正

国際連合平和維持活動や国際連携平和安全活動などを行う際に、いわゆ

る駆け付け警護が可能とされ 法第３条第５号ラ 宿営地の共同防護 法（ ）、 （

第２５条第７項 、安全確保業務（法第３条第５号ト）が認められ、武器）

使用権限が拡大された（法第２６条 。）

オ 国家安全保障会議設置法の改正

⑵ 国際平和支援法（新規立法）

上記ア、オ以外はすべて略称である。

なお、自衛隊法は、わが国の防衛・安全保障関連法の総則規定としての性格

を有し、武力攻撃事態対処法その他の個別法に具体的内容をゆだねる場合の

ほか、自衛隊法の中でも各種の行動やその際の武器使用権限等の規定を設け

ている。今回の安保関連法の中でも、在外邦人の救出に関する規定や米軍等

他国軍隊の武器等防護に関する規定は、自衛隊法の中に新設されている。

２ 「存立危機事態」の新設＝集団的自衛権の行使

自衛隊法及び武力攻撃事態対処法が改正され、これまでの「武力攻撃事態等

（武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ 」という概念に加。）

えて、存立危機事態という概念を創り出し、自衛隊が、個別的自衛権の行使の

みならず、集団的自衛権を行使することを可能とした。

武力攻撃事態等は、武力攻撃すなわち「我が国に対する外部からの攻撃」が

発生または発生する明白な危険が切迫している場合を指し（武力攻撃事態法第
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２条第１号 、従来は、この場合にのみ自衛隊が防衛出動することができた。）

しかし、本改正は、ここに「存立危機事態」という概念を創設した。

すなわち、改正後の法律である事態対処法第２条第４号において、存立危機

事態は 「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これに、

より我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底か

ら覆される明白な危険がある事態をいう 」と定義され、自衛隊法第７６条第。

１項第２号は、この存立危機事態における自衛隊の全部又は一部の出動を、防

衛出動の一環として規定した。そして防衛出動をした自衛隊は 「必要な武力、

の行使をすることができる （同法第８８条第１項）ことになる。」

この存立危機事態は 「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」、

、「 」 、が発生すれば 我が国に対する外部からの攻撃 が現実には存在しなくても

自衛隊が防衛出動する可能性を認めるものであり、いわゆる集団的自衛権の行

使を規定しているものである。

これにより、自衛隊は、日本に対する武力攻撃（あるいはその明白な危険の

切迫）がなくとも、密接な関係にある他国、たとえばアメリカ合衆国に対する

武力攻撃があれば「防衛出動」し(自衛隊法第７６条第１項 「武力の行使」）、

（同法第８８条第１項)すなわち戦闘行為ができることとなったのである。

なお、この存立危機事態として具体的にどのような場合が想定されるのかに

ついては、安保関連法が審理された第１８９回国会においても、必ずしも明ら

かにはなっていない。しかし、法律上は、海外に出動して他国軍隊に対して武

力行使をすることが可能となっているのであるから 米軍に攻撃をしている 敵、 「

国」艦船があれば空爆し、潜水艦で攻撃できるのである。

３ 「重要影響事態」における「後方支援」

⑴ 重要影響事態

周辺事態法を改正した重要影響事態法及び新設された国際平和支援法にお

いて、その主要な活動として、合衆国軍隊等に対する後方支援活動及び諸外
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国の軍隊等に対する協力支援活動を規定し（以下 「後方支援活動」と「協、

力支援活動」を合わせて「後方支援活動等」という。また、集団的自衛権の

「 」 。）、行使と後方支援活動等の実施を合わせて 集団的自衛権の行使等 という

自衛隊が、地球上どこでも、また、米軍に対してだけでなくその他の外国の

軍隊に対しても、後方支援活動等を行うことを可能とした。

⑵ 活動地域

従来の周辺事態法を重要影響事態法へと改正し、これまで 「周辺事態」、

すなわち「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれ

のある事態等我がが国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影

響を与える事態」(旧周辺事態法第１条）に対処する法律だったものを、こ

の定義規定の文言から 我が国周辺の地域における という限定を外して 重「 」 「

要影響事態」と称した（重要影響事態法第１条 。）

また、実際の活動の現場については、これまで「後方地域」すなわち「我

が国領域並びに現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活

動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる…範囲」で行

うものとされてきた（旧周辺事態法第３条第１項第３号 。）

しかし、改正後の重要影響事態法では、この「後方地域」に関する規定を

全て削除し、後方支援活動等は 「現に戦闘行為（国際的な武力紛争の一環、

として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ ）が行。

われている現場では実施しない」とするにとどめた（重要影響事態法第２条

第３項 。）

これによって、つい数時間前まで戦闘が行われていた場所、あるいはいつ

また戦闘が勃発するかもしれない場所であっても、今現在戦闘が行われてい

ないならば 「後方支援等」を行うことが可能となったのである。、

⑶ 支援相手国

また、支援の対象については 「後方支援活動 「捜索救助活動」として、、 」
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武力行使等をする米軍等への後方支援等の対応措置をとれることとした（重

要影響事態法第３条第１項２号及び３号 。）

※ 旧周辺事態法第１条「（周辺事態に対応して）わが国が実施する措置…を定め

…日米安保条約の効果的な運用に寄与し、わが国の平和及び安全の確保に資

することを目的とする」

※ 重要影響事態法第１条 「（重要影響事態に際し）合衆国軍隊等に対する後方

支援活動等を行うことにより…日米安保条約…の効果的な運用に寄与することを

中核とする重要影響事態に対処する外国との連携を強化し、わが国の平和及び安

全の確保に資することを目的とする」

⑷ 支援の内容

さらに、支援の内容として、従来の周辺事態法では禁止されていた、弾薬

の提供や戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油・整備等

を、禁止対象から外し、これらの行為を行うことが可能となった。

※ 旧周辺事態法第３条第２項「後方支援活動として行う自衛隊に属する物品の提

供及び自衛隊による役務の提供（次項後段に規定するものを除く。）は、別表第一

に掲げるものとする。」

別表第一

補給：給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品および役務の提供(略)

備考一 物品の提供には、武器(弾薬を含む。）の提供を含まないものとする。

二 物品および役務の提供には、戦闘作戦行動の為に発進準備中の航空

機に対する給油及び整備を含まないものとする。

※ 重要影響事態法第３条第２項「後方支援活動として行う自衛隊に属する物品の

提供及び自衛隊による役務の提供（次項後段に規定するものを除く。）は、別表第

一に掲げるものとする。」

別表第一

補給：給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品および役務の提供(略)
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備考 物品の提供には武器の提供を含まないものとする。

以上のように、自衛隊は、つい数時間前まで米軍が戦闘を行っており、そし

ていつまた戦闘が再開されるかもしれない現場において、米軍に対して、その

戦闘に使用するための弾薬を提供することが可能となったのである。まさにそ

こは、今現在でこそ銃弾が飛び交ってはいないが戦場そのものであり米軍に提

供される弾薬は、いつ再開されるかもしれない戦闘で使用される弾薬なのであ

る。

４ 国際平和共同対処事態における「後方支援」

⑴ 国際平和共同対処事態

新設された国際平和支援法は 「国際社会の平和及び安全を脅かす事態で、

あって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共

同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主

体的かつ積極的に寄与する必要があるもの」を「国際平和共同対処事態」と

定義し(同法第１条 、この場合には、いつでも、地理的限定なく自衛隊を後）

方支援等のために派遣でき 「協力支援活動 「捜索救助活動」として、武力、 」

行使等をする外国軍隊への協力支援等の措置をとれることとした(同法第３

条第１項第２号、第３号等 。）

⑵ 従来の特措法との違い

従来、このような「国際的な平和や安全を脅かす事態」とされる事態に対

処するものとしては、アフガニスタン戦争（２００１（平成１３）年）やイ

ラク戦争（２００３（平成１５）年）に際しての、いわゆるテロ特措法（平

成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻

撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対

して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置

に関する特別措置法 、新テロ特措法（テロ対策海上阻止活動に対する補給）



- 35 -

支援活動の実施に関する特別措置法 、イラク特措法（イラクにおける人道）

復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法）等が存在し

た。これらはいずれも、事象や地域を限定したものであり、時限立法であっ

たが、国際平和支援法は、事象や地域の限定を外し恒久法として制定された

ものである。

⑶ 「協力支援活動」の内容

支援としてなしうる行為や、地域は、重要影響事態法の「後方支援」と同

じである。

ここでの支援活動について、後方地域という限定がなく「現に戦闘が行わ

れている現場」でなければ活動できること(国際平和支援法第２条第３項 、）

支援の内容に弾薬の提供や戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対す

る整備・給油が含まれることは、上記の重要影響事態における後方支援と同

様であり、従前の各特措法ではできないとされていたこれらの事項が含まれ

ている。
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第４ 安保関連法の違憲性

１ 集団的自衛権行使容認の違憲性

⑴ 集団的自衛権の行使容認と法制化

安保関連法は 自衛隊法及び武力攻撃事態対処法を改正し これまでの 武、 、 「

力攻撃事態 「武力攻撃予測事態 （以下「武力攻撃事態等」という ）に加」 」 。

え 「存立危機事態」という新たな概念を作り出した。、

この「存立危機事態」とは「我が国と密接な関係にある他国に対する武力

攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び

幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」と定義されてい

る（改正後の事態対処法第２条第４号 。）

そして、自衛隊法第７６条第１項第２号は、防衛出動の一環として、存立

危機事態における自衛隊の全部又は一部の出動を規定しており、防衛出動を

した自衛隊は「必要な武力の行使ができる （同法第８８条第１項）と規定」

している。つまり、自衛隊は前記「存立危機事態」にあっては 「必要な武、

力の行使をすることができる」こととなり、改正法のもと、集団的自衛権の

行使が可能となった。

⑵ 憲法学界における議論

憲法第９条の解釈については、自衛のための戦争を含めてあらゆる武力行

使を放棄して非武装の恒久的平和主義を定めたものであるという解釈から、

自衛のための必要最小限度の実力の保持は憲法上許容されているとの解釈、

さらには、否定されるのは日本が当事者となってする侵略戦争のみであって

集団的自衛権の行使も許されるとの解釈まで、さまざまな立場がある。

⑶ 従来の政府解釈

ア 従来の政府解釈

日本政府は、日本国憲法も独立国が当然に保有する自衛権を否定するも

のではなく、自衛のための必要最小限度の組織である自衛隊は憲法第９条
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第２項の「戦力」には当たらず、日本国憲法の下でも許されるとの解釈を

取ってきた。

そして、自衛権の発動は①日本に対する急迫不正の侵害があること、す

なわち武力攻撃が発生したこと、②これを排除するために他の適当な手段

がないこと、③必要最小限度の実力行使にとどめるべきことの３つの要件

（自衛権発動の３要件）を満たすことが必要であるとの解釈を定着させて

きた。この政府解釈は６０年間にわたり、国会において、繰り返し国民に

対し説明されてきたものである。

イ 従来の政府解釈に基づく「集団的自衛権行使 「海外派兵」」

従来の政府解釈によれば、自国と密接な関係にある他国に対する武力攻

撃を、自国が直接攻撃されていないにも関わらず実力をもって阻止する権

利としての集団的自衛権の行使は、この自衛権発動の３要件、特に①の要

件に反し、憲法上許されないとされてきた。

また、政府は③の要件の「必要最小限度」に関して、自衛隊の実力行使

は外部からの武力攻撃を日本の領域から排除することを目的とするもので

あるから、日本の領域内での行使を中心とし、必要な限度において日本の

周辺の公海・公空における対処も許されるのであって、反面、武力行使の

目的をもって自衛隊を他国の領土・領海・領空に派遣するいわゆる海外派

兵は、この「必要最小限度」を超え憲法上許されないとしてきた。

ウ 小括

上記のとおり、政府は自衛隊による実力の行使が、日本の領域への侵害

の排除に限定して初めて憲法第９条の下でも許され、その限りで自衛隊は

「戦力」に該当せず 「交戦権」を行使するものでもないと解してきた。、

上記の海外派兵の禁止、集団的自衛権行使の禁止という解釈は、昭和２

９年の自衛隊創設以来、積み上げられてきた一貫した政府の憲法第９条解

釈の基本原則であり、内閣法制局及び歴代の総理大臣の国会答弁や政府答
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弁書等において繰り返し表明されてきた。それは、憲法第９条の確立され

た政府の解釈として規範性を有するものとなり、これに基づいて憲法第９

条の平和主義の現実的枠組みが形成され 「平和国家日本」の基本的あり、

方が形造られてきたのである。

⑷ ７．１閣議決定とそれによる従来の政府解釈の変更

政府は、２０１４（平成２６）年７月１日、前述したこれまでの確立し

た憲法第９条の解釈（旧３要件）を覆し、集団的自衛権の行使を容認する

ことなどを内容とする閣議決定（以下 「７．１閣議決定」という ）を行、 。

い、これを実施するための法律を制定するものとした。

すなわち「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、①我が

国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国

の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆さ

れる明白な危険がある場合において、②これを排除し、我が国の存立を全

うし、国民を守るために他に適当な手段がない時に、③必要最小限度の実

力の行使をすること」は、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛の

ための措置として、憲法上許されるとした（上記①②③が「新３要件」と

言われるものである 。）

そして、安保関連法による改正自衛隊法第７６条第１項及び事態対処法

第２条第４号等に、上記新３要件に基づく「防衛出動」との位置づけがな

され、集団的自衛権の行使の内容、手続きが定められるに至った。

⑸ 集団的自衛権行使容認の違憲性

集団的自衛権とは 「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、、

自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが

正当化される地位」であり（昭和４７年政府見解 、その本質は他国防衛で）

ある。そして、この集団的自衛権という概念は、第二次世界大戦後、国際連

合が集団安全保障の理念を掲げつつも、常任理事国の一致が得られにくくな
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るであろうことを見越して、安全保障理事会が必要な処置をとるまでの間の

暫定的な違法性阻却事由として妥協的に規定されたものであり、国連憲章第

５１条によって新たに登場した概念である。すなわち、集団的自衛権は、自

衛権という名称を付されているが、それは本来の自国の独立・存立を守るた

めの「主権国家固有の自衛権」とは異質な概念である。

上記の通り、集団的自衛権の行使は、いかに「自衛のための措置」と説明

されようとも、政府の憲法解釈として定着し、現実的規範となってきた憲法

第９条の解釈の核心部分、すなわち、自衛権の発動は日本に対する直接の武

力攻撃が発生した場合にのみ、これを日本の領域から排除するための必要最

小限度の実力の行使に限って許されるとの解釈を真っ向から否定するもので

ある。それは、他国に対する武力攻撃が発生した場合に自衛隊が海外にまで

出動して戦争をすることを認めることであり、その場合に自衛隊は「戦力」

であることを否定し得ず、交戦権の否認にも抵触する。

⑹ 新３要件の危険性

ア 新３要件に基づく集団的自衛権の行使が極めて危険であることを要件ご

とに検討する。まず「他国に対する武力攻撃」に対し、日本が武力をもっ

て反撃するということは、法理上、これまで日本周辺に限られていた武力

の行使の地理的限界がなくなり、外国の領域における武力の行使、すなわ

ち海外派兵を否定する根拠もなくなることを意味する。

第１要件についていえば 「我が国に対する武力攻撃」の存否について、

は事実として明確であるのに対し、他国に対する武力攻撃によって「我が

国の存立が脅かされ」るかどうか 「国民の生命、自由及び幸福追求の権、

利が根底から覆される明白な危険がある」かどうかは、評価の問題である

から、極めてあいまいであり、客観的限定性を欠く。

「密接な関係 「根底から覆される 「明白な危険」などもすべて評価概」 」

念であり、その該当性は判断する者の評価によって左右される。そして、
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法案審議における政府の国会答弁によれば、この事態に該当するかどうか

は、結局のところ、政府が「総合的に判断」するというのである。

イ 第２要件（他に適当な手段がないこと）及び第３要件（必要最小限度の

） 、 、実力の行使 は 表現はこれまでの自衛権発動の３要件と類似しているが

前提となる第１要件があいまいになれば、第２要件、第３要件も必然的に

あいまいなものとなる。

例えば、国会審議を含めて政府から繰り返し強調されたホルムズ海峡に

敷設された機雷掃海についてみれば、第１要件のいう「我が国の存立が脅

かされ、国民の生命等が根底から覆される」のは、経済的影響でも足りる

のか、日本が有する半年分の石油の備蓄が何か月分減少したら該当するの

か、その時の国際情勢や他国の動きをどう評価・予測するのかなどの判断

の仕方に左右される。第２要件の「他の適当な手段」として、これらに関

する外交交渉による打開の可能性、他の輸入ルートや代替エネルギーの確

保の可能性などの判断についても客観的基準は考えにくい。さらに第３要

件の「必要最小限度」も第１要件・第２要件の判断に左右され、派遣する

自衛隊の規模、派遣期間、他国との活動分担などの限度について客観的基

準を見出すことは困難である。

ウ 以上に加えて、平成２５年１２月に制定された特定秘密保護法により、

防衛外交、スパイ、テロリズム等の安全保障に関する情報が、政府の判断

によって国民に対して秘匿される場合 「外国に対する武力攻撃」の有無、

・内容、その日本及び国民への影響、その切迫性等を判断する偏りのない

十分な資料を得ることすらできず、政府の「総合的判断」の是非をチェッ

クすることができない。

エ このように、安保関連法に基づく集団的自衛権の行使容認は、これまで

政府自らが確立してきた憲法第９条の規範内容を否定するものであり、そ

の行使の３要件が客観的限定性を持たず、きわめてあいまいであるため、
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時の政府の判断によって、日本が、他国のために、他国とともに地理的な

限定なく世界中で武力を行使することを可能にするものとして、憲法第９

条の規定に違反することは明らかである。

⑺ 立憲主義違反

日本国憲法は「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのない

やうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この

」（ ） 、 、憲法を確定する 前文 として 立憲主義に基づく平和主義を明らかにし

基本的人権の不可侵性を規定するとともに（第９７条 、憲法の最高法規性）

を規定して（第９８条第１項 、国務大臣・国会議員等に憲法尊重擁護義務）

を課した（第９９条 。日本国憲法の立憲主義は、国家権力に憲法を遵守さ）

せて縛りをかけ、平和の中でこそ保障される国民・市民の権利・自由を保

障しようとするものである。

２０１４（平成２６）年７月１日の集団的自衛権の行使を容認する閣議決

定、２０１５（平成２７）年５月１４日の安保関連法案の閣議決定及び安保

関連法の制定によって集団的自衛権の行使を認めることは、これを禁止した

規範として確立していた憲法第９条の内容を、行政権の憲法解釈及び国会に

、 、よる法律の制定によって改変してしまおうとするものであり これはまさに

この立憲主義の根本理念を踏みにじるものである。

同時に、このような憲法の条項の実質的改変は、本来、憲法第９６条に定

。 、める改正手続きによらなければできないものである 同条は憲法の改正には

各議院の総議員の３分の２以上の賛成による発議と国民投票による過半数の

賛成を要求し、慎重な改正手続きを定めるとともに、憲法制定権力に由来す

る主権者たる国民の意思に、その最終的な決定を委ねたのである。閣議決定

と法律の制定によって憲法第９条の内容を改変することは、憲法第９６条の

改正手続きを潜脱することであり、立憲主義を踏みにじり、憲法制定権力に

、 。由来する主権者たる国民の 憲法改正に関する決定権を侵害するものである
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２ 後方支援活動（協力支援活動）の違憲性

⑴ 後方支援活動の拡大

自衛隊は、重要影響事態法における「重要影響事態」及び国際平和支援法

における「国際平和共同対処事態」において 「後方支援活動 （協力支援活、 」

） 。 「 」動 をすることができる 成立した安保関連法に定められた 後方支援活動

の実態は、自衛隊に属する水・食料・機器等の物品の提供及び自衛隊の部隊

等による輸送・修理・医療等の役務の提供といった「兵站（へいたん 」活）

動である。

⑵ 従来の政府解釈とその問題点

従来、後方支援活動をめぐり問題となってきたのは、自衛隊の活動そのも

のが「武力の行使」にあたらないとしても、他国の武力行使と一体になるこ

とによって、結局、憲法第９条が禁止する「武力の行使」と評価されるので

はないかという点である。

この点につき、政府は 「いわゆる一体化論と申しますのは、わが国に対、

する武力行使がない、武力攻撃がない場合におきまして、仮に自らは直接武

力の行使にあたる行動をしていないとしても、…他のものが行う武力の行使

への関与の密接性などから、わが国も武力の行使をしたという法的評価を受

ける場合があり得る。そのような法的評価を受けるような形態の行為はやは

り憲法９条において禁止されているのである （大森政輔内閣法制局長官１。」

９９７（平成９）年１１月２０日衆議院安全保障委員会答弁）との見解を示

してきた。

そして、これまでの各法制は、上記の政府解釈に基づき、武力行使の一体

化論を前提に、他国軍隊の武力行使と一体化しないように注意を払って法制

化してきた、とされている。

具体的には、まず活動地域について、周辺事態法において、米軍の支援を

行うことのできる地域を「後方地域」すなわち「現に戦闘行為が行われてお
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らず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われること

がないと認められる地域」に限定することによって、米軍による武力の行使

と一体化しないものとされた。また、旧テロ特措法においても、自衛隊の活

動範囲は周辺事態法と同じ「後方地域」に限定されていた。

、「 」 、 、ここで限定された活動地域は 非戦闘地域 と称され ここでの活動は

武力行使に当たらない、武力行使と一体化しないとの解釈が行われた。旧イ

ラク特措法も、同様の解釈の下に制定されている。

この点については、７．１閣議決定において次のように述べられている。

「いわゆる後方支援といわれる支援活動それ自体は 「武力の行使」に当、

たらない活動である （中略）一方、憲法第９条との関係で、わが国による。

支援活動については、他国の「武力の行使と一体化」することにより、わが

国自身が憲法の下で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評価を受

、 、 「 」けることがないよう これまでの法律においては 活動の地域を 後方地域

や いわゆる 非戦闘地域 に限定するなどの法律上の枠組みを設定し 武、 「 」 、「

力の行使との一体化」の問題が生じないようにしてきた （もっとも、この。」

ような政府解釈に基づく「非戦闘地域」であっても、イラク派遣の実態から

明らかなように、自衛隊の宿営地に迫撃砲やロケット弾による攻撃が１０回

以上発生していることは周知のとおりである ）。

また、活動の内容が米軍に対する物品・役務の提供であっても、弾薬を含

む武器の提供や、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油・

整備は除外されていた。

⑶ 安保関連法で認められることになった後方支援活動の内容

これに対し、新たに制定された安保関連法では、従来の周辺事態法やイラ

ク特措法等に見られた 後方地域 非戦闘地域 という枠組みではなく 現「 」「 」 、「

に戦闘を行っている現場」でなければ自衛隊は活動しうるものとされた。

安保関連法で認められることになった自衛隊の後方支援活動は、以下のよ
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うなものである。

ア 現に戦闘の行われている現場でさえなければ 「後方地域」ではなくと、

も（すなわち前線であっても）兵站活動をすることができる。兵站活動を

行う地域は、自衛隊が活動を行う期間中に戦闘現場となることが予想され

る地域・場所であっても差し支えない。つい先刻まで戦闘現場であったが

現在は戦闘が止んでいる場所も含まれる。そして、それらの場所は、現に

戦闘となっている現場でさえなければ、戦闘現場に距離的に近接した場所

であっても構わない。

イ 弾薬の提供ができる。ここで新たに提供可能となる「弾薬」とは、武器

（ （ ）とともに用いられる火薬類を使用した消耗品であり ２０１５ 平成２７

年７月３０日参議院安保特別委員会中谷防衛大臣答弁 、小銃の弾薬だけ）

、 、 、 、 、 、でなく 手りゅう弾 ロケット弾 戦車砲弾 りゅう弾砲弾 無反動砲弾

クラスター爆弾、劣化ウラン弾、ミサイル、核弾頭なども含まれる。

、 、 、輸送任務では弾薬だけでなく武器の輸送も可能であり ミサイル 戦車

化学兵器、毒ガス兵器、核兵器も輸送できる（同委員会中谷答弁、同年７

月２９日、８月３、４、５日 。輸送する物資は自国所有のものに限られ）

ず、したがって、たとえば他国所有の戦車を輸送することもできる。

ウ 戦闘任務に向かおうとしている車両、艦艇、戦闘機や戦闘ヘリコプター

への給油、洋上給油、空中給油や、整備活動も行い得る。

エ これら弾薬の提供、武器・弾薬の輸送、給油及び整備は 「現に戦闘が、

行われている現場」でさえなければ、現に戦闘が行われている現場の直近

であっても行い得る。また、敵勢力の反撃が予想されない地点は「現に戦

闘が行われている現場 ではないので 敵勢力の射程外からの戦闘活動 い」 、 （

わゆる「アウトレンジ攻撃 ）を行っている他国軍隊の戦車や自走式ロケ」

ット砲発射機などのためにそれらの砲弾の提供を行うことができる。

安保関連法の審議の中で、海上自衛隊が作成の資料において実際の運用
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イメージが示されていることが指摘されているが（２０１５（平成２７）

年７月２９日参議院安保特別委員会 、そこでは、米軍の対潜哨戒ヘリコ）

プターが敵潜水艦を探知・攻撃した後 海上自衛隊のヘリ搭載型護衛艦 Ｄ、 （

ＤＨ）に着艦して給油・補給を受け、その後に再度敵潜水艦への攻撃を行

うという想定がなされていた。このような活動も、護衛艦の位置が敵潜水

艦の魚雷の射程外であれば、そこは「戦闘行為が行われている現場」には

当たらないというわけである。

オ また、先刻まで戦闘が行われていた現場やいつまた戦闘が行われるかも

しれない現場も 「現に戦闘が行われている」わけではないから、自衛隊、

の活動を妨げる理由とはならない。

⑷ 安保関連法による後方支援活動と大森４要素についての政府見解

ア このように、安保関連法においては「後方支援活動」を行う「地域」と

「活動内容」が大きく変更されているが、安保関連法で新たに自衛隊がな

し得ることとされた「後方支援活動」は 「武力行使の一体化」すること、

はないのか。

この点について、まず、いかなる場合に「後方支援活動」が「武力行

使と一体化」するかの判断基準である「大森４要素」を紹介し、次に、

安保関連法で自衛隊がなし得ることとされた「後方支援活動」が大森４

要素に照らし問題がないとする政府見解を紹介する。

イ 後方支援活動が武力行使と一体化しているか否かの判断要素として 大、「

森４要素」と呼ばれるものが示されている。

すなわち、わが国の活動が他国の武力の行使と一体化するかどうかの判

断について、

① 戦闘活動が行われている、又は行われようとしている地点と当該行

動がなされる場所との地理的関係

② 当該行動等の具体的内容
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③ 他国の武力の行使の任に当たる者との関係の密接性

④ 協力しようとする相手の活動の状況

といった諸般の事情を総合的に勘案した上で個々的に判断するというもの

である。

これは、１９９６（平成８）年５月２１日の衆議院内閣委員会において

大森政輔内閣法制局長官（当時）が示したものである。また、イラクにお

いて自衛隊が行った米軍兵士の輸送が、米軍の武力行使と一体化している

か否かが争点となったイラク訴訟における名古屋高裁判決も、かかる大森

４要素を検討し、自衛隊の輸送行為が米軍の武力行使と一体化しているか

否かを判断している。

安保関連法の審議の中でも、武力行使の一体化については、大森４要素

によって判断されるという従来の政府見解に変わりがないことが示されて

いる（２０１５（平成２７）年８月２６日参議院安保特別委員会横畠裕介

内閣法制局長官答弁 。）

ウ 政府は、安保関連法による自衛隊の「後方支援活動」と大森４要素に

ついて、７．１閣議決定で次のように述べている。

「政府としては、いわゆる「武力行使との一体化」論それ自体は前提「政府としては、いわゆる「武力行使との一体化」論それ自体は前提「政府としては、いわゆる「武力行使との一体化」論それ自体は前提「政府としては、いわゆる「武力行使との一体化」論それ自体は前提

とした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊のとした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊のとした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊のとした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊の

活動の実経験、国際連合の集団安全保障措置の実態等を勘案して、従活動の実経験、国際連合の集団安全保障措置の実態等を勘案して、従活動の実経験、国際連合の集団安全保障措置の実態等を勘案して、従活動の実経験、国際連合の集団安全保障措置の実態等を勘案して、従

来の「後方地域」あるいはいわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊が来の「後方地域」あるいはいわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊が来の「後方地域」あるいはいわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊が来の「後方地域」あるいはいわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊が

活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠

組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場

所で実施する補給、輸送などのわが国の支援活動については、当該他所で実施する補給、輸送などのわが国の支援活動については、当該他所で実施する補給、輸送などのわが国の支援活動については、当該他所で実施する補給、輸送などのわが国の支援活動については、当該他

国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とし国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とし国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とし国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とし

た以下の考え方に立って、わが国の安全の確保や国際社会の平和と安た以下の考え方に立って、わが国の安全の確保や国際社会の平和と安た以下の考え方に立って、わが国の安全の確保や国際社会の平和と安た以下の考え方に立って、わが国の安全の確保や国際社会の平和と安

定のために活動する他国軍隊に対して、必要な支援活動を実施できる定のために活動する他国軍隊に対して、必要な支援活動を実施できる定のために活動する他国軍隊に対して、必要な支援活動を実施できる定のために活動する他国軍隊に対して、必要な支援活動を実施できる
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ようにするための法整備を進めることとする。ようにするための法整備を進めることとする。ようにするための法整備を進めることとする。ようにするための法整備を進めることとする。

① わが国の対象となる他国軍隊が「現に戦闘を行っている現場」で① わが国の対象となる他国軍隊が「現に戦闘を行っている現場」で① わが国の対象となる他国軍隊が「現に戦闘を行っている現場」で① わが国の対象となる他国軍隊が「現に戦闘を行っている現場」で

は支援活動は実施しない。は支援活動は実施しない。は支援活動は実施しない。は支援活動は実施しない。

② 仮に、状況変化により、わが国が支援活動を実施している場所が② 仮に、状況変化により、わが国が支援活動を実施している場所が② 仮に、状況変化により、わが国が支援活動を実施している場所が② 仮に、状況変化により、わが国が支援活動を実施している場所が

「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで

実施している支援活動を休止または中断する 」実施している支援活動を休止または中断する 」実施している支援活動を休止または中断する 」実施している支援活動を休止または中断する 」。。。。

⑸ 前記政府見解の不当性

ア まず、７．１閣議決定は、後方支援活動が武力行使と一体化する場合

には憲法第９条に違反するという 「武力行使との一体化論」については、

これを維持するものである。

すなわち、集団的自衛権の行使を合憲とする政府解釈に立ったとして

も 「他国の武力行使と一体」とみなされるような活動を行うことは憲法、

第９条に違反するものであり、また、安保関連法で新たに認められた活

動は 「武力行使と一体化」するものではなく憲法第９条に違反しない、、

ということになる。

イ この点、国会審議の中で 「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機、

に対する給油及び整備」について、政府は以下の理由により他国の武力行

使との一体化はしないとの見解を示している（２０１５年衆議院安保持別

委員会塩川鉄也議員要求 。）

①実際に戦闘行為が行われる場所とは一線を画する場所で行うものであ①実際に戦闘行為が行われる場所とは一線を画する場所で行うものであ①実際に戦闘行為が行われる場所とは一線を画する場所で行うものであ①実際に戦闘行為が行われる場所とは一線を画する場所で行うものであ

ることることることること

②支援活動の具体的内容が給油及び整備であり、戦闘行為とは異質の活②支援活動の具体的内容が給油及び整備であり、戦闘行為とは異質の活②支援活動の具体的内容が給油及び整備であり、戦闘行為とは異質の活②支援活動の具体的内容が給油及び整備であり、戦闘行為とは異質の活

動であること動であること動であること動であること

③自衛隊の部隊等は他国軍隊の指揮命令を受けるものではなく、わが国③自衛隊の部隊等は他国軍隊の指揮命令を受けるものではなく、わが国③自衛隊の部隊等は他国軍隊の指揮命令を受けるものではなく、わが国③自衛隊の部隊等は他国軍隊の指揮命令を受けるものではなく、わが国

の法令に従い自らの判断で活動するものであることの法令に従い自らの判断で活動するものであることの法令に従い自らの判断で活動するものであることの法令に従い自らの判断で活動するものであること

、 、、 、、 、、 、④支援する相手方の活動の現況は あくまで発進に向けた準備中であり④支援する相手方の活動の現況は あくまで発進に向けた準備中であり④支援する相手方の活動の現況は あくまで発進に向けた準備中であり④支援する相手方の活動の現況は あくまで発進に向けた準備中であり
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現に戦闘行為を行っているものではないこと現に戦闘行為を行っているものではないこと現に戦闘行為を行っているものではないこと現に戦闘行為を行っているものではないこと

ウ しかし、これら政府見解はまったく不合理である。

①実際の戦闘行為の場所とは一線を画するという理由について(ｱ)

敵勢力の継戦能力（継続して戦闘を行う能力）を削ぐために、前線と

根拠地を結ぶ補給路である後方連絡線を攻撃すること（阻止攻撃）は軍

事上の常識であり、したがって「後方支援活動」は軍事的に撃破する価

値のある目標ということができる。

、 、 、そして 前記のとおり いつその場所が戦闘の現場になるかもしれず

また先刻まで戦闘の現場であった場所でもよいとされているわけである

から、当該地点において今現在敵勢力の攻撃がないのは、地理的・距離

的要因に基づくものではなく、より高価値の目標が他にあるとか、攻撃

の準備がまだ整っていないためであるなど、他の要因に基づくものと理

解すべきである。

したがって、①実際の戦闘行為の場所とは一線を画するなどという事

情は全く存在しない。

②給油や整備は戦闘行為とは異質の活動であるという理由について(ｲ)

そもそも後方支援活動は戦闘行為そのものではないのは自明である。

「武力行使の一体化論」とは、後方支援活動が戦闘行為とは質の異なる

活動であるという前提で、それでもなお後方支援活動が武力行使と一体

化する可能性が存在することを認め、そのような後方支援活動をしては

ならないという制約なのである。

したがって、②給油や整備が戦闘行為とは異質の活動であるというこ

とは 「後方支援活動」と武力行使との一体化を否定する理由には全く、

ならない。

③自衛隊の指揮系統が他国軍隊とは別個であるという理由について(ｳ)

大森４要素の３番目において 「他国の武力の行使の任に当たる者と、
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の関係の密接性」が挙げられているため、政府見解の③は、それを意識

した理由付けであると考えられる。

しかし、軍隊の指揮系統が国ごとに独立しているのは当然のことであ

る。そして、軍隊の指揮系統が国ごとに独立していても、協調して武力

を行使することは決して珍しいものではない。大森４要素も 「他国…、

との関係の密接性」を判断要素としており、指揮系統が独立しているか

否かは密接性の判断要素の一つではあるが、そのことのみで密接性が判

断されるものではない。

また、他国の軍隊が戦闘行動をする際にその航空機に給油整備を行う

こと自体は、他国の軍隊と指揮系統が別個になっていても行いうるもの

である。一方で、戦闘行動においては攻撃のタイミングが非常に重要に

なるから、戦闘部隊を運用する国と給油整備を行う国との間で入念な打

ち合わせが欠かせないし、場合によっては、その給油整備が作戦の死命

を制することも想定できる。そのような場合は、まさに 「他国…との、

関係の密接性」が高いものと判断されることになろう。

このように、自衛隊の指揮系統が他国軍隊とは別個であっても 「他、

国…との関係の密接性」が高いケースというのは十分想定されるのであ

るから、③自衛隊の指揮系統が他国軍隊とは別個であるということは、

自衛隊の「後方支援活動」が武力行使と一体化しないことを何ら保証す

るものではない。

④支援する相手は発進に向けた準備中にすぎないという理由について(ｴ)

たとえば、給油や整備を行う対象となっている航空機そのものは発進

準備中であったとしても、その航空機の所属する部隊は現に戦闘中であ

るということは十分にありうる。この場合、給油や整備等を受けた航空

機は、戦闘中の所属部隊を支援すべく即座に戦闘行為に復帰することが

予定されている。すなわち、かかる航空機に対する給油活動、整備活動
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は、戦闘行為・武力行使に極めて近接した時点で行われるものであり、

この給油活動、整備活動がなければ、また完了しなければ当該航空機は

戦闘行為に向けての発進ができないものである。

また、現実の作戦行動においては、戦闘行為を行った作戦機が給油の

ために基地や母艦に一旦戻り、給油と機体の整備を受けてまた発進する

というのは常識かつ当然のことで、この場合、給油と整備活動は現実に

行われている戦闘行為と密接不可分な関係ということができる。

このように、場所的にも時間的にも近接・密接で、まさに戦闘作戦実

施中の航空機への給油やその整備は、その他国軍隊の武力行使の一部に

完全に組み込まれてしまう必要不可欠な作業であり、武力行使と一体化

したものである。したがって、④支援する相手の機体そのものは発進に

向けた準備中であったとしても、そのことは自衛隊の「後方支援活動」

が武力行使と一体化しないことを何ら保証するものではない。

エ 前記イラク訴訟における名古屋高裁判決も、大森４要素について次の

とおり検討し、その結果、次のとおり、自衛隊が行った米軍兵士の輸送

が米軍の武力行使と一体化していると述べた。以下、該当部分を引用す

る。

「米軍との密接な連携の下で、米軍と武装勢力との間で戦闘行為がさ「米軍との密接な連携の下で、米軍と武装勢力との間で戦闘行為がさ「米軍との密接な連携の下で、米軍と武装勢力との間で戦闘行為がさ「米軍との密接な連携の下で、米軍と武装勢力との間で戦闘行為がさ

れている地域と地理的に近接した場所において、対武装勢力に対する戦れている地域と地理的に近接した場所において、対武装勢力に対する戦れている地域と地理的に近接した場所において、対武装勢力に対する戦れている地域と地理的に近接した場所において、対武装勢力に対する戦

闘行為を行うヘリに対して給油を行っているものということができ、現闘行為を行うヘリに対して給油を行っているものということができ、現闘行為を行うヘリに対して給油を行っているものということができ、現闘行為を行うヘリに対して給油を行っているものということができ、現

代戦において輸送等の補給活動もまた戦闘行為の重要な要素であると言代戦において輸送等の補給活動もまた戦闘行為の重要な要素であると言代戦において輸送等の補給活動もまた戦闘行為の重要な要素であると言代戦において輸送等の補給活動もまた戦闘行為の重要な要素であると言

えることを考慮すれば、米軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上のえることを考慮すれば、米軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上のえることを考慮すれば、米軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上のえることを考慮すれば、米軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上の

後方支援を行っているということができる。したがって、上記４要件に後方支援を行っているということができる。したがって、上記４要件に後方支援を行っているということができる。したがって、上記４要件に後方支援を行っているということができる。したがって、上記４要件に

照らし他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行照らし他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行照らし他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行照らし他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行

使を行ったと評価を受けざるを得ない行動である 」使を行ったと評価を受けざるを得ない行動である 」使を行ったと評価を受けざるを得ない行動である 」使を行ったと評価を受けざるを得ない行動である 」。。。。

この判決文は、まったくそのとおりであり、安保関連法による自衛隊
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の後方支援活動が武力行使と一体化しないという政府見解の不当性を端

的に指し示すものである。

⑹ 結論

「現に戦闘行為が行われている現場」は、流動的に変化していくものであ

り、それにあたるか否かの判断は、現場の自衛隊員が行うよりほかない。政

府の答弁では 「現に戦闘行為を行っている現場」か否かは画一的に分けら、

れるものであるとの認識を示しているが、まさにこれこそが現場を知らない

「机上の空論」であると言わざるを得ない。

後方支援の場所が、これまでの「現に戦闘行為が行われておらず、かつ、

そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認め

られる地域」から「現に戦闘行為を行っている現場」に変更され、明らかに

自衛隊員の活動地域が戦闘により近づいている。

また、活動内容についても、弾薬の提供が可能になり、輸送任務について

は、武器すらも対象となり、政府答弁では、その対象には法律上制限がない

かのような有様である。

名古屋高裁ないし大森４要素の判断基準によれば、場所ないし活動内容の

著しい拡大は、いつかの時点で確実に「武力行使との一体化」を惹起するこ

とになる。

よって、安保関連法における後方支援活動（協力支援活動）は、政府のよ

って立つ「武力行使の一体化」の制約にすら違反し、ひいては憲法第９条の

武力行使にあたる違憲な活動であることは明らかである。

３ 改正「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」による新任務

付与の違憲性

⑴ 法令違憲

ア はじめに

改正された「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 （以」
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下「改正ＰＫＯ協力法」という）は、国連ＰＫＯの変質 ・変遷に対応す

るものとして作られ、新たな任務を加えている。同法は、憲法第９条との

矛盾抵触を防ぐため定めた旧ＰＫＯ協力法の参加５原則を踏襲している装

いを凝らしているものの、その実質は憲法第９条に違反し、法令違憲であ

る。

イ 警護活動・安全確保活動（法第３条第５号ト）及び駆け付け警護（法第

３条第５号ラ）とそのための武器使用（法第２６条第１項・第２項）

警護活動・安全確保活動とは「防護を必要とする住民、被災民その他(ｱ)

の者の生命、身体及び財産に対する危害の防止及び抑止その他特定の区

域の保安のための監視、駐留、巡回、検問及び警護」と定義されており

（法第３条第５号ト 、法第２６条第１項で、その任務を妨害する相手）

に対する武器使用が可能である。

駆け付け警護とは、平和維持活動等に従事する「 活動関係者）の生（

命または身体に対する不測の侵害又は危難が生じ、または生じるおそれ

がある場合に、緊急の要請に対応して行う当該活動関係者の生命及び身

体の保護」と定義され（法第３条第５号ラ 、活動関係者には人道援助）

関係者だけではなく他国のＰＫＯ軍事要員（兵士）を含む。

本来駆け付け警護は警護活動・安全確保活動に含まれるものである。

警護活動・安全確保活動は自衛隊普通科部隊（歩兵部隊）が行うが、駆

け付け警護活動はその他の部隊（施設部隊や衛生部隊など）が行うとい

う違いがあるため、駆け付け警護活動を警護活動・安全確保活動とは別

に法文で規定したものである。

いずれの活動も、不測の攻撃に対して、自己または自己と共に現場に

所在する者若しくは自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防護す

る、いわば自己保存のための自然的権利に基づく行為ではない。部隊の

活動を妨害する勢力に対して妨害を排除するために武器を使用するので
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あるから、任務遂行型（任務防衛のため）の武器使用というべきもので

ある。

この点、政府解釈は、憲法第９条の武力行使を「国際的な武力紛争の(ｲ)

一環として行われる戦闘行為」とし 「国際的な武力紛争」の意味を、、

相手が「国または国に準じる組織の間で行われるもの」と定義する。

そして、警護活動・安全確保活動及び駆け付け警護活動を実施する場

合にあっては、いわゆるＰＫＯ参加５原則に加え、領域国及び紛争当事

者の受入れ同意が、国際連合平和維持活動等及びこれらの業務が行われ

る期間を通じて安定的に維持されると認められることを要件とすること

（法第６条第１項）により、国又は国に準ずる組織が敵対するものとし

て登場することがないことを確保しているため 憲法第９条の禁ずる 武、 「

力の行使」に当たらないとする。

しかし 「領域国及び紛争当事者の受入れ同意が、国際連合平和維持活(ｳ) 、

動等及びこれらの業務が行われる期間を通じて安定的に維持」されてい

るからといって 「国または国に準じる組織」が現れ敵対することがな、

いとは限らない。現に南スーダンでは受入れ同意をした南スーダン政府

軍が、ＰＫＯ部隊に対して妨害や攻撃を行ったことが明らかとなってい

る。

また、武器使用の相手が「国」ないしは「国に準ずる組織」であるか

否かで武器使用と武力行使を区別するのも、これまたわが国の独自の解

釈である。

国際法上、軍隊が組織的な武器使用等の敵対行為を行う場合には、武

力紛争法（戦時における害敵手段・方法の規制に関する国際法）の適用

対象となる（なお、国連の軍事的活動に従事する場合、当該構成員は、

武力紛争法上文民と同様の保護対象であり、当該敵対行為が自衛として

行われるときは、紛争当事者性を有しないという例外があるが、自衛と
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しては行われない場合は、やはり武力紛争法の適用対象となる 。そし）

て、敵対行為の対象は、軍事目標（武力紛争法上攻撃の対象として認め

られる人と物）に限定されない。つまり、どのような相手に対してであ

れ、軍隊が組織的な武器使用を行った場合は、国際法上の武力紛争法に

よって規律されるのであって 「国」ないしは「国に準ずる組織」がな、

ければ武力行使にあたらないと主張しても全く通用しない。

警護活動・安全確保活動及び駆け付け警護のための武器使用について(ｴ)

は、自衛隊法第８９条第２項の準用により、当該部隊指揮官の命令によ

るとされている。したがって、これらの武器使用が、部隊としての組織

的武器使用にあたることは疑う余地がない。

そして、任務防衛を目的として対象者に対し危害射撃を加えるもので

あり、正当防衛、緊急避難の要件を満たすものではないから、自己保存

のための自然的権利により正当化することはできない。

以上のことから、同武器使用は、武力行使に該当するので、憲法第９

条に違反する。

ウ 宿営地の共同防護と任務遂行に必要な武器使用（法第２５条第７項）

宿営地共同防護活動は、自衛隊が駐留する宿営地に他国部隊も駐留し(ｱ)

ており、その宿営地が攻撃された際に、他国部隊と連携して宿営地を共

同で防護する活動である。

宿営地共同防護のための武器使用は、任務規定である改正ＰＫＯ協力

法第３条第５号にではなく、同法第２５条第７項という武器使用権限規

定に入っている。第２５条は全体としていわゆる自己保存型の武器使用

の規定である。したがって、宿営地共同防護のための武器使用は自己保

存という自然権的武器使用であるから、いかなる相手であっても武器使

用であり武力行使にはなりえないという位置づけとなっている。

しかし、これまで宿営地共同防護のための武器使用は、政府解釈によ(ｲ)
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っても、自己保存という自然権的武器使用とは理解されていなかった。

実は、宿営地共同防護は、南スーダンで陸上自衛隊第５次隊（派遣期間

２０１３（平成２５）年１２月から同年６月）が直面した活動である。

２０１３（平成２５）年１２月に首都ジュバでの内戦による銃撃戦が

始まり、その後南スーダン全土に内戦が拡大し、政府軍もさらに分裂し

た時期に南スーダンへ派遣されていたのが陸自部隊第５次隊であり、同

部隊は２０１３（平成２５）年１２月２４日 ＵＮＭＩＳＳ治安安全部、

門顧問からのメールで、首都ジュバのトンピン地区にある国連宿営地の

警備施設強化命令が伝達され、その中に「火網の連携」があった。

「火網の連携」とは、宿営地に駐屯する各国のＰＫＯ部隊が、宿営地

を武装勢力の襲撃から防護するため、隣接部隊と連携して火器を使用す

るもので、火器の弾道が網の目のようになるものである。

しかし、陸上自衛隊研究本部が作成した「南スーダン派遣施設隊第５

次要員に係る教訓要報」には 「我が国の従来の憲法解釈において違憲、

、 『 』とされる武力行使にあたるとされていたため 他国軍との 火網の連携

は実現困難とみられていた」と記述されていた。

つまり、宿営地共同防護のため「火網の連携」を行うことは、政府解

釈によっても憲法第９条に違反する武力行使にあたるものと従前は理解

されていたのである。

このように、宿営地共同防護のための武器使用は、今回の法改正によ(ｳ)

り初めて、自己保存型の武器使用に位置づけられることになった。しか

しながら、宿営地共同防護は、広大な宿営地を他国部隊と共同して防衛

する活動である。広大な宿営地の中に存在している者が自衛隊員のそば

にいる者や任務遂行の際に自己の管理下に入った者であるとは到底言え

。 、 、ない さらに 法文上も上官の命令により武器を使用するとされており

宿営地共同防護のための武器使用が自己保存型の自然権的武器使用であ
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ると理解することは不可能である。

また、他国部隊が国際法上の交戦法規の適用を受ける武力行使を行っ

ているにもかかわらず、それと共同して同じように武器を使用する自衛

隊員だけが武力行使にはあたらないと理解することも困難である。

以上のことから、宿営地共同防護のための武器使用は、武力行使にあ

たり、憲法第９条に違反する。

⑵ 適用違憲

ア 平成２８年１１月１５日の新任務付与は適用違憲であること

仮に改正ＰＫＯ協力法が法令違憲とまで解されないとしても、政府が２

０１６（平成２８）年１１月１５日、同月２０日から南スーダンへ派遣す

る自衛隊ＰＫＯ第１１次隊に対し、改正ＰＫＯ法に基づき駆け付け警護及

び宿営地共同防護の新任務と任務遂行のための武器使用権限を付与したこ

とは、憲法第９条に対する適用違憲である。

イ 新任務付与に至るまでの南スーダンの状況

２０１３（平成２５）年７月に大統領が全閣僚を解任したことから端(ｱ)

を発し、同年１２月に首都ジュバで始まった政府軍と反政府軍（解任さ

れた前第一副大統領マシャールが代表）との内戦は、瞬く間に全土に拡

、 、大し 全人口の約２割に相当する２３０万人の国内・国外避難民の発生

村落焼き討ち、虐殺、集団レイプ、強制移住、少年の強制徴兵など破局

的人道被害が発生した。その結果２０１４（平成２６）年５月安保理決

議２１５５号でＵＮＭＩＳＳの任務が大きく変更され、それまでの国家

建設支援ではなく住民保護を筆頭任務とし、憲章第７章に基づく武力行

使権限を付与した。これは住民保護のためには政府軍との交戦も想定し

た任務である。

２０１５（平成２７）年８月には政府軍と反政府軍などの間で 「停、

戦と国民統一移行政府樹立合意」が成立した。しかしその後も停戦合意
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は遵守されなかった。

２０１６（平成２８）年４月前第一副大統領のマシャールが自分の警(ｲ)

護部隊を伴って首都ジュバへ帰還してから、両派の間で国民統一移行政

府樹立のプロセスが始まった。ところがその矢先の同年７月８日から１

１日の間ジュバ市内で両派の激しい戦闘が行われた。戦闘では政府軍は

戦車、野砲など重火器や攻撃ヘリを動員し、多数の非戦闘員を含む３０

０名以上が犠牲になり、国連本部や国連避難民保護施設が攻撃され、Ｐ

ＫＯ軍事要員（中国兵）２名が殺害された。また、一部の政府軍はホテ

ルを襲撃し、略奪、ジャーナリスト殺害、国際人道援助関係者への集団

レイプを行い（テラインホテル事件 、世界食糧計画（ＷＦＰ）の倉庫）

も襲撃され、政府軍により４６００トンの食糧（南スーダン住民２０万

人の１か月分に相当）や車両、発電機等の資機材が略奪された。ＵＮＭ

ＩＳＳはこの事態に対して何らの対処もできなかった。

安保理は上記事態を受けて、同年８月１２日２３０４号決議により、(ｳ)

。 、新たに４０００名からなる地域防護軍の編成を決議した 地域防護軍は

住民保護、国連施設防護、国連要員と人道援助関係者の保護任務のため

には、相手が政府軍であっても先制的に武力行使できる権限を与えられ

た。これは、現代型ＰＫＯでも自衛原則を踏み越える異例の任務・権限

である。この地域防護軍はエチオピア、ケニア、ルワンダ軍で構成され

る予定であったが、現在に至るまで地域防護軍の配備は出来ていない。

そして、現在、南スーダンでは部族、民族間の憎悪が高まり、民族浄

化、ジェノサイドへと進展することが真剣に懸念されている状況となっ

ている（２０１６（平成２８）年１１月１０日付安保理への国連事務総

長報告書 。）

また、南スーダン政府は、ＵＮＭＩＳＳの活動に対して、内政干渉と(ｴ)

受け止めて恒常的に妨害や敵対をしてきた。２０１６（平成２８）年９
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月１９日国連南スーダン専門家パネル報告書は 「キール大統領や閣僚、

たちは、国連やその活動と意図への敵意を示す政治的表明をしており、

これが、国連要員やその施設に対する攻撃を政府軍と南スーダンの主権

を護るためであるとの理解が作り出されている背景となっている 」と。

述べている。

ＵＮＭＩＳＳの任務を２０１６（平成２８）年１２月１５日から２０

（ ） （ ）１７ 平成２９ 年１２月１５日まで延長を決めた２０１６ 平成２８

年１２月１４日安保理決議は、政治的紛争が民族戦争になることへの強

い懸念を示しながら、南スーダン政府がこれまでＵＮＭＩＳＳに対して

行ってきた主要な妨害や攻撃を列挙して、南スーダン政府を強く非難し

ている。列挙されたものには、国連のヘリコプター撃墜、国連施設や国

連避難民保護施設への攻撃、国連要員の拘束・誘拐、殺害、国連艦船へ

の攻撃などが含まれている。

ウ ＰＫＯ参加５原則に違反していること

以上の状況に照らせば、南スーダンではＰＫＯ参加５原則のうち、停(ｱ)

戦合意が崩壊していることは疑いない。

反政府軍の代表マシャール（前第一副大統領）は、停戦合意は崩壊し

た、ジュバも攻撃目標だと述べている。また、２０１６（平成２８）年

１１月１日付国連報告書も、その冒頭で「南スーダンの首都ジュバで２

０１６年７月８日から１１日にかけて発生した危機では、３日間の激し

い戦闘があり、その結果、多数の非戦闘員の死亡と二人のＵＮＭＩＳＳ

要員の死亡、及び南スーダン大統領サルバ・キールと前第一副大統領リ

ェク・マシャールとの間での脆弱な和平合意（２０１５年８月調印され

た「停戦と移行政府樹立合意」の意味）を崩壊させた 」と述べている。

のである。

また、ＰＫＯ参加５原則のうち中立原則も存立基盤を喪失している。(ｲ)
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中立性とは、ＰＫＯ協力法では「いずれの当事者にも偏ることなく」と

規定されている原則（第３条第１号イ、第２号イ、第６条第１３項第１

号など）であるが、南スーダン政府自身がＵＮＭＩＳＳの活動を内政干

渉とみており、度重なる政府軍によるＵＮＭＩＳＳへの攻撃や活動妨害

、 「 」が発生し 国連安保理は国連と南スーダン政府との間の 兵力地位協定

に違反していると、繰り返し強く非難しているからである。

エ 政府見解の問題点について

これに対して、政府は、２０１６（平成２８）年１１月１５日 「新任(ｱ) 、

務付与に関する基本的な考え方」を発表し、政府は、反政府勢力が「支

配が確立されるに至った領域」を有していないこと等を根拠として 「国、

に準じる組織」ではないと説明し、武力紛争は発生していないため、Ｐ

ＫＯ参加５原則に違反しないと説明している。

しかしながら、自衛隊が行った第１０次隊派遣の際の家族会の説明会

において、南スーダン北部には反政府派の支配地域があることを示して

いる（なお、第１１次隊派遣の際の家族会の説明では、１０次隊説明会

資料と同じ地図を使用しながら 「支配地域」とは言わず「活動が活発、

な地域」と言い換えている 。また、２０１６（平成２８）年１１月１）

０日付国連事務総長報告書でも、南スーダン北部の上ナイル地域にはマ

シャール派が巨大な支援地域を確保しているとの記述がある。

このように、政府の説明は事実に反し論理的に破たんしている。

また、２０１７（平成２９）年２月７日、防衛省は、南スーダンＰＫ(ｲ)

Ｏ派遣部隊が活動を記録した「南スーダン派遣施設隊 日々報告」という

「日報」の一部（２０１６（平成２８）年７月１１日・１２日の分）を

公開した。これは、２０１６（平成２８）年９月ジャーナリストからの

情報公開請求に対して 「既に廃棄しているということから文書不存在」、

という理由で同年１２月に防衛省が非開示決定をしていたものを、国会
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議員の請求によってようやく開示したものである。

同年７月１１日当時の現地からの日報には 「ジュバ市内でのＳＰＬＡ、

（注・政府軍）とＳＰＬＡ－ｉＯ（注・反政府軍）との戦闘が生起」した

ことから、宿営地周辺での射撃事案に伴う流れ弾への巻き込まれ、市内で

の突発的な戦闘への巻き込まれに注意が必要 「宿営地周辺より射撃音を」

」「 」 、確認 ＵＮハウス周辺において射撃事案が発生 などと記載されており

自衛隊自身が現地で戦闘が行われており、これに巻き込まれる危険性を指

摘していたことが判明した。

すなわち、南スーダンは実際には戦闘状態にあったことが報告されてい

たにもかかわらず、政府は、これを隠蔽して虚偽の説明をし、新任務の付

与を強行したことが明らかとなったのである。

オ 結論

以上のことから、政府が２０１６（平成２８）年１１月１５日に行った新

任務の付与は、ＰＫＯ参加５原則を欠いているにもかかわらずなされたもの

であるから、憲法第９条に対する適用違憲である。
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第５ 集団的自衛権の行使等によってもたらされる状況

１ 以上のとおり、安保関連法において規定された、①自衛隊法第７６条第１項

第２号に基づく存立危機事態における防衛出動（集団的自衛権の行使 、②重）

要影響事態法第６条第１項又は第２項に基づく重要影響事態における後方支援

活動、③国際平和支援法第７条第１項又は第２項に基づく国際平和共同対処事

態における協力支援活動は、憲法第９条に違反するものである。

憲法第９条はこれまで、少なくとも、このような上記①ないし③の行為（以

下「集団的自衛権の行使等」という ）を国に禁止することによって、日本が。

他国の戦争に参加・加担し、又は他国の戦争に巻き込まれて戦争当事国となる

ことのないよう、その歯止めとなってきた。

２ ところが、集団的自衛権の行使は、日本が他国の戦争に、海外にまで出向

いて参加し、武力を行使して、日本を戦争当事国とする。従来の法制と憲法

解釈の下では、日本の領域が外部から武力攻撃を受けない限り、日本は戦争

当事国になることはなかったのに対し、集団的自衛権の行使の容認は、日本

が積極的に打って出て、戦争をする機会を大きく広げたものである。そして、

日本が戦争当事国になれば当然に、敵対国ないし敵対勢力からの武力攻撃や

あるいはテロ攻撃を、日本の領域に対しても招くことになる。すなわち、日

本の国土が戦場となるのである。

３ 重要影響事態法、国際平和支援法による後方支援活動等についても、前記

のように、戦闘行為の現場近くで弾薬の提供等まで行う兵站活動を認めるも

のであるから、容易に外国軍隊との武力行使の一体化を招く。相手国等から

すれば、自衛隊は正当な攻撃対象となるのであり、自衛隊がこれに反撃して

戦闘状態となる危険、すなわち自衛隊による武力の行使に至る危険が極めて

高い。

こうしてここでも、後方支援活動等から、日本は戦争当事国となり、日本

の領域に対しても武力攻撃やテロ攻撃を招くことになる。ちなみに、安保関
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連法案の国会審議において、政府は、ＩＳ（イスラム国）に対する空爆の後

、「 、 」方支援活動は 法理論としては対象になるが 政策判断として考えていない

旨の答弁をしている（２０１５（平成２７）年５月２８日衆議院平和安全法

制特別委員会 。すなわち政府の政策判断が変われば、ＩＳに対する空爆の後）

方支援もありうるのであり、日本や日本人は、ＩＳのテロの標的となること

を覚悟しなければならないのである。



- 63 -

第６ 原告らの被侵害利益（平和的生存権）

１ 平和的生存権の侵害

⑴ 平和的生存権の裁判規範性

日本国憲法前文は 「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのな、

いやうにすることを決意し 、また 「平和を愛する諸国民の公正と信義に信」 、

頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意し 「全世界の国民が、ひ」、

としく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確

認する」と規定する。

平和は、国民が基本的人権を保障され、人間の尊厳に値する生活を営む基

本的な前提条件であり、日本国憲法は、全世界の国民が有する「平和のうち

に生存する権利」を確認することに基づいて国際平和を実現し、その中で基

本的人権と個人の尊厳を保障しようとした。

したがって、平和のうちに生存する権利は、全ての基本的人権の基礎にあ

ってその享有を可能ならしめる基底的権利であり、単に憲法の基本的精神や

、 。理念を表明したにとどまるものではなく 法規範性を有するものと解される

この平和的生存権の具体的権利性は、包括的な人権を保障する憲法第１３

条の規定並びに憲法第２５条の自由権的側面の内容をなすものとして根拠づ

けられるとともに、憲法第９条の平和条項によって制度的に裏付けられる。

そして、かかる平和的生存権は、国の行為によって被害者となる場合だけ

でなく、加害者にさせられる場合にも、ひとしくその権利性が認められる。

なぜならば 「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のう、

ちに生存する」ことは、被害者にならないという片面的なものでなく、加害

者にもならないという相互性が認められて初めて可能となるからである。

⑵ 平和的生存権の進化

ア 恵庭事件

牧場経営の農民二人が防衛供用物損壊罪で起訴された事件である。日本
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国憲法が保障した国民が平和に生活していく権利をまもらなければならな

いと４００名の弁護士が立ち上がり、無罪判決を勝ち取った事件である。

しかし、この事件は単なる刑事事件というだけでなく、国民の平和に生

きる人権を保障するための裁判として取り組まれた。検察は敗訴したが上

訴しなかった。それは、この裁判の本質が、国民の圧倒的な支持の下にな

された憲法裁判であったためである。ここに平和的生存権が司法の場で誕

生したのである。

イ 長沼訴訟

恵庭事件の承継・発展ともいえる事件で、日本国憲法と自衛隊に対する

。 、司法審査の歴史の中で最も本格的な憲法判断をした例である この判決は

まさに、訴状の冒頭で触れた「人権の尊重なくして平和はなく、平和に生

きることなくして人権の尊重もない」という平和憲法に客観的に内在する

真理の発見・強化であり、学問的進歩を促したものと位置づけることが可

能である。

⑶ 具体的裁判例

ア 長沼訴訟の札幌地裁判決

この点、長沼訴訟の札幌地裁判決（札幌地方裁判所昭和４８年９月７日

判決、民集３６巻９号１７９１頁）は、

「（ ） 、 、森林法の 各規定は帰するところ 憲法の基本原理である民主主義

基本的人権尊重主義、平和主義の実現のために地域住民の「 平和のうち

に生存する権利 （憲法前文）すなわち 平和的生存権を保護しようとして」

いるものと解するのが正当である。したがって、もし被告のなんらかの森

林法上の処分によりその地域住民の右にいう 平和的生存権が侵害され、

また侵害される危険がある限り、その地域住民にはその処分の瑕疵を争う

法律上の利益がある 」。

「そして、この、社会において国民一人一人が平和のうちに生存し、か
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つ、その幸福を追求することのできる権利をもつことは、さらに、憲法第

三章の各条項によって、個別的な基本的人権の形で具体化され、規定され

ている。ここに憲法のいう平和主義と基本的人権尊重主義の二つの基本原

理も、また、密接不可分に融合していることを見出すことができる 」。

と判示し、平和的生存権の裁判規範性を認めた上で、原告らの訴え（保安

林指定処分の取り消し）を認める判決をした。

イ イラク訴訟名古屋高裁判決

また、自衛隊のイラク派遣差止訴訟名古屋高裁判決（名古屋高等裁判所

平成２０年４月１７日判決、判例タイムズ１３１３号１３７頁）は、

「憲法９条に反する国の行為、すなわち戦争の遂行、武力の行使等や戦

争の準備行為等によって、個人の生命、自由等が侵害され又は侵害の危険

にさらされ、あるいは、現実的な戦争等による被害や恐怖にさらされるよ

うな場合、また、憲法９条に違反する遂行等への加担・協力を強制される

ような場合には、平和的生存権の主として自由権的な態様の表れとして、

裁判所に対し当該違憲行為の差し止め請求や損害賠償請求等の方法により

救済を求めることができる」

と判示し、平和的生存権の侵害が裁判上救済されうることを示した。

ウ イラク訴訟岡山地裁判決

さらに、自衛隊のイラク派遣違憲確認訴訟岡山地裁判決（岡山地方裁判

、 ） 、所平成２１年２月２４日判決 判例時報２０４６号１２４頁 においても

「平和的生存権については、法規範性、裁判規範性を有する国民の基本

的人権として承認すべきであり、本件における原告らの主張にかんがみれ

ば、平和的生存権は、すべての基本的人権の基底的権利であり、憲法九条

はその制度規定、憲法第三章の各条項はその個別人権規定とみることがで

き、規範的、機能的には、徴兵拒否権、良心的兵役拒絶権、軍需労働拒否

権等の自由権的基本権として存在し、また、これが具体的に侵害された場
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合等においては、不法行為法における被侵害利益としての適格性があり、

損害賠償請求ができることも認められるというべきである 」。

と判示した。

エ かくして一連の判決によって 「憲法の番人」である裁判所は 「立憲、 、

」 、 「 」民主平和主義 の日本国憲法下で 国民一人ひとりが 平和と人権が一体

となって保障されている平和的生存権を有し、それは「基底的権利として

裁判的救済を受けうる場合のある法的規範」であることを明確にした。平

和憲法に客観的に内在する真理の後退はあってはならないのである。

⑷ 具体的な平和的生存権の内容

平和憲法に客観的に内在する真理の発見・強化や学問的進歩、そして判例

の積み重ねは、平和的生存権の内容を具体的に豊かにした。

そして、日本国憲法が過去の戦争の反省の上に立ち、徹底した平和主義を

定めたものであることに鑑みるとき、平和的生存権は以下の具体的な内容を

含んでいる。

すなわち、日本国民は、日本国民だけでも約３１０万人、世界全体では約

５２００万人もの死者を出した第二次世界大戦などの悲惨を極めた過去の戦

争を通じ、戦争が人間の尊厳を蹂躙し、生存者にも癒えない傷跡を残すこと

を痛感した。そして、政府の行為によってこのような戦争の惨禍が今後二度

とおこることのないことを心から希求し、憲法前文及び第９条に基づいて、

戦争を放棄して戦力を持たず、武力を行使することのない平和国家日本の下

で、平和のうちに生きる権利を有している。

そうであるなら、この平和的生存権は、より具体的には、

・戦争の恐怖と欠乏から逃れ平和のうちに生存する権利

・平和国家で生きる権利＝戦争や武力行使をしない日本に生存する権利

・平和を求める良心に反することなく生きる権利

・自らも、自らの家族においても、戦争や軍隊によって他者の生命を
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奪うことに加担させられない権利

・信仰に基づいて平和を希求し、すべての人の幸福を追求し、そのた

めに非戦･非暴力･平和主義に立って生きる権利

という、きわめて多様で幅の広く、奥行きの深い内容を持った権利であると

いうことができる。

、 、これらは 日本国憲法のような平和的生存権の規定をもたない諸外国では

道徳的な「平和への願い」や｢宗教上の信仰 「何があろうと他人に危害を」、

加えたくない良心」にとどまると解される場合が多い。しかし、先の大戦の

痛烈な反省に立って「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのな

いように誓い 、｢恐怖と欠乏から逃れ平和のうちに生存する権利」を基本的」

人権として保障している日本国憲法の下では、平和的生存権は裁判によって

救済を図りうる具体的権利なのである。今の国際社会では、一般的には、戦

、 。争をする・しないの判断は 最終的にはその時の政府が握っているとされる

政府が戦争をすると決断すれば、国民の「戦争をしない権利」は無視されて

しまうのである。そこでは、平和というものは、すべて国家の判断にゆだね

られてしまっており、戦争をする、しないという選択権は国民にはない。そ

れに対して、平和的生存権が権利として認められた日本国憲法の下では、戦

争を拒否する権利が国民個々人に認められているのである。少数者、ひとり

の個人は、多数決によっても奪うことの出来ない人権として、戦争への加担

を拒否することができるのである。

平和的生存権は、原告らの人格と一体となってその核心部分を構成して

いるのであり、日本が実際に戦争を行う場合にはもちろん、それに至らな

い段階でも、その具体的な危険を生ぜしめる行為によって侵害される。

日本が自ら他国の武力攻撃に加担し、武力の行使や後方支援活動等を行

って直接的あるいは間接的に他国の国土や社会を破壊し、他国の市民を死

傷させることは、それのみで原告らの平和的生存権を侵害するのである。
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⑸ 北海道における戦争被害

ア 遠い海に散った道民兵

太平洋戦争開戦時、第７師団（旭川）は道内唯一の師団で 「旧陸軍の、

師団の中で最強だった」と言われていた。１９４２（昭和１７）年６月、

第７師団歩兵第２６連隊がアッツ島を占領したが、翌年「玉砕」した。戦

死者２６３８名のうち道内出身者は８６４名に上った。同年８月、第７師

団歩兵第２８連隊を中核とする部隊が、ガダルカナル島に投入されたが約

９００名が全滅した。

１９４５（昭和２０）年３月、沖縄戦が始まった。民間人、米兵を含め

て約２０万人が死亡し、第７師団の兵士を含めた道内出身者も１万人以上

が犠牲となった。その数は都道府県別では沖縄県に次ぐ。

イ 北海道における空襲

北海道空襲とは(ｱ)

１９４５（昭和２０）年７月１４日及び同月１５日、米海軍は釧路や

苫小牧など太平洋沿岸を中心に空襲を行った。飛行場などの軍需施設だ

けではなく、多くの民家や病院、駅などが攻撃を受けた。

道内で空襲を受けた市町村は７９市町村に及び、死者は確認されてい

る者だけでも１９５８人、青函連絡船沈没による死者や輸送船・軍艦船

の死者など正確に把握できていない者を加えると２９００人に上ると推

定される。

道内で唯一艦砲射撃を受けた室蘭市では、５００人以上が死亡したほ

か、道東においても、以下の被害があった。

根室空襲(ｲ)

根室市は、１４日と１５日の両日にわたり１００機を超える米軍機の

爆撃を受け、根室港に停泊中の船舶や市街地が攻撃されて約３９０人が

死亡し、市街地の８割が焼失した。
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市街地での死者の多くは、防空壕の中での爆死や焼死であり、現在で

は子供たちが多く遊ぶ鳴海公園の前の道路沿いに掘られていた防空壕で

は、４０名が死亡した。

択捉島に働きに行く労働者を乗せていた浦河丸には、択捉漁業の社員

など１７３名が乗船していたが、内１０７名が死亡し、その後約１か月

にわたり遺体が根室湾岸に打ち上げられた。

釧路空襲(ｳ)

釧路市では、王子製紙工場や鉄道施設、船舶などが攻撃を受け、約２

３０人が犠牲となったほか、１３００戸以上の家屋が焼失した。

現在の栄町平和公園の周辺は、激しい爆撃を受け、旭国民学校（旧旭

小学校）は二度の集中爆撃を受けて消失し、児童約３０人が死亡した。

旭国民学校の児童を含め、釧路空襲における５歳から１５歳までの死者

は、７６名に上る。

本別空襲(ｴ)

本別町は、１５日午前８時ころから、約５０分間にわたり、米軍戦闘

機約４３機から爆弾の投下、機銃掃射などの攻撃を受け、４０人が死亡

したほか、家屋２７９戸が焼失した。悪天候から帯広飛行場の攻撃を断

念した戦闘機が雲の切れ間からのぞいていた本別町を爆撃したとされて

いる。

製材工場、亜麻工場、住宅、学校等に対する爆撃で、避難をする途中

で爆弾の直撃を受けた者、防空壕の中にいて亡くなった者、倒れた住宅

の下敷きになって亡くなった者がいたほか、本別中学校では、生徒を防

空壕に誘導していた教師が、爆弾の破片が背中に刺さって亡くなった。

白糠空襲(ｵ)

白糠町は、１４日午前５時２０分ころに、米軍機２機により庶路市街

を爆撃されたほか、同日午前６時２０分ころには、米軍機３機により白
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糠市街を爆撃され、爆弾・機銃掃射の直撃等により１８人が死亡した。

網走空襲(ｶ)

網走市は、１５日午前、米軍機４機による爆撃を受け、１２人の死者

が出た。

空襲の１か月ほど前に、防衛召集という名で集められた１７歳から１

８歳の少年３４７人は、網走国民学校で訓練を行っていたところ、内６

名が、避難した防空壕への爆弾の直撃を受けて死亡した。

釧路町空襲(ｷ)

釧路市に隣接する釧路町においても、別保炭鉱の機械工場、選炭場、

炭鉱住宅などが爆撃され、７人の死者が出た。

帯広空襲(ｸ)

帯広市は、１４日に２回、１５日に１回の爆撃を受け、帯広駅構内、

啓北国民学校周辺等で６人の死者が出た。

防空壕から出た９歳の妹と、それを連れ戻そうとした１６歳の兄が、

爆弾の直撃を受けて死亡したほか、学徒動員で出向をしていた１７歳の

少年と少女が機銃掃射を受けて死亡するなどした。

厚岸空襲(ｹ)

厚岸町では、１４日午前５時３０分ころ、米軍機５機から８機による

爆撃を受け、海軍重油タンク１基が破壊され、国民学校が全焼した。

海軍タンクの近辺や、市街地などで、機銃掃射の直撃を受けるなどし

て６人の死者が出た。

北海道に対する空襲は、Ｂ２９等の爆撃機による空襲と異なり、艦載

機による空襲であったことから、規模の小さな空襲であったとされてい

。 、 、る しかし 終戦の１か月前の２日間の空襲のみであるにもかかわらず

上記のような無差別かつ甚大な被害が生じている。

満州事変からアジア・太平洋戦争を合わせると、道内の戦没者は１１
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万人近くに上っており、このような惨禍は、二度と繰り返してはならな

い（以上、北海道新聞社「語りつぐ北海道空襲」より一部抜粋 。）

ウ 侵攻ソ連の標的に

ソ連は終戦の１週間前に日ソ中立条約を一方的に破棄し、日本がポツダ

ム宣言を受諾することを表明した後も樺太や満州に侵攻した。ソ連軍は、

８月１８日、千島列島のシュムシュ島（占守島）へ上陸し、北方４島を占

領した。日本兵約６０万人はシベリアに送られ強制労働に従事した。抑留

者のうち３～４万人が道内出身者とみられる。８月２２日、樺太からの引

き上げ船３隻が留萌沖で攻撃を受け 泰東丸 小笠原丸 が沈没し 大、「 」「 」 、「

新興丸」は大破した。これにより１７００人余の犠牲者が出た。

北方領土には、９月上旬にソ連軍が侵攻し、島民は根室から迎えにきた

船に、わずかな荷物を持って乗り込み、命からがら避難した。

スターリンは釧路と留萌を結ぶ直線から北側を占領する意向を示した

が、米大統領トルーマンが拒否したため実現しなかった。このとき、北海

、 、 。道は 朝鮮半島やドイツと同様 南北に分断される危機にあったのである

太平洋戦争中、北海道は産業面で二つの「使命」が課せられた。石炭の

増産と一次産品の安定的供給である。ただ戦況の悪化により炭鉱や農場で

の労働力は不足した。それが朝鮮人や中国人の強制連行や子供を含めた勤

労奉仕を加速させた。こうした朝鮮人や中国人は、終戦時、道内炭鉱労働

者の半分近い３万７０００人に上り、坑内夫に限っては６割が連行労働者

だった。

農業でも人手不足は深刻であった。１９４４年には、十勝地方の川西村

（現帯広市）に延べ約５万２６００人の援農隊が派遣された。戦争末期で

は、食料供給が追いつかず、札幌・大通公園が自給菜園となった（以上、

北海道新聞編戦後７０年北海道と戦争より一部引用 。）

エ 生活図画事件
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１９４１年から翌年にかけて、北海道の教員や師範学校生らが人々の生

活を写実的に描こうと取り組んでいた「生活図画」活動が、治安維持法に

違反するとして弾圧された。生活図画活動は、生活の中から絵の題材を見

つけ、生き方を考えることであったが、共産主義を信奉し学校で思想啓蒙

、「 」 、の活動をしていた 結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シ た等として

治安維持法違反で２６人が逮捕され、１８人が起訴され、３人が実刑、１

５人が執行猶予付きの有罪判決を受けた。大正１４年に制定された治安維

持法は、改正を重ねるたびに厳罰化、対象行為の拡大、予防拘禁を可能に

するなど思想言論統制と国体護持を推進した（以上 「証言 生活図画事、

件」松本五郎 「獄中メモは問う 作文教育が罪にされた時代」佐竹直子、

（道新選書）より一部引用 。）

オ 北海道綴方教育連盟事件

１９４０年１１月から 翌４１年４月までの間に 北海道内で 綴方 ＝、 、 「 （

作文 」の指導を通じて子供たちの人間性を育てる活動を行っていた北海）

道綴方教育連盟に関わる教師ら約６０人が 「貧困などの課題を与えて階、

級意識を醸成し、共産主義教育をしようとした」などとして治安維持法違

反で逮捕された。

５０余名の教師らは、半年間に及ぶ身柄の拘束を受けるなどした後、起

訴猶予となり釈放されたが、内１１名は起訴をされ、２年６か月に及ぶ勾

留の後、釧路地方裁判所において執行猶予付の判決を受けた。

小説家の三浦綾子は、同事件を題材として 「戦争を二度とおこしては、

、 、 」ならない おこさせてはならないと 若い人たちが真剣に考えてくれれば

との願いを込め、同人の遺言とも評される「銃口」を著した。

治安維持法に基づく思想・言論の弾圧は、終戦後の１９４５年１０月に

同法がＧＨＱ（連合国最高司令官総司令部）の指令に基づき廃止されるま

で続き、学者、言論人、自由主義者、宗教人までを抑圧し、戦慄せしめた
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（以上 「弾圧 北海道綴方教育連盟事件」平沢是曠（道新選書）より一、

部引用 。）

カ 矢臼別演習場に関わる平和運動

１９６２年、政府は矢臼別について、それまで進めていた大規模実験農

場等の開発計画を撤回し、同地に陸上自衛隊の大規模演習場の設置を決め

た。

当時、矢臼別では約８６戸の農家が、開拓地で酪農・畑作等を行ってい

たが、政府は順次買取を進め、最終的に、演習場の中心の２戸の農家を残

し、８４戸の農家が買収に応じた。

演習場の中心に残された２戸の農家、及び買収の対象とならなかった演

習場周辺の農家は、その後、ロケット弾が敷地の近辺に着弾したり、ヘリ

コプターが低空旋回飛行をする中で、農業を続けた。

矢臼別では、１９６５年から、毎年夏に、平和を願う住民によって演習

場の真ん中の農地で 「平和盆踊り」が開催されており、その参加者は年、

々増え続け、近年では全国から約９００名に及ぶ平和を願う人々が参加し

ている。

⑹ 小括

このように、北海道において、過去の戦争の悲劇は、一人一人に重く襲い

かかり、誰一人余すことなく、肉体にも、精神にも、非人間的な生活を強い

られてきた。

また、現在においても、戦争のための演習に恒常的に接しながら、日常生

活を送っている人々がいる。

戦争体験者はもとより、その悲惨さを追体験した人たちまでも、二度と再

び戦争をしてはいけない、愚かな行動をさせてはならないと痛切に考えてい

る。

その心からの思いは、平和な日本で暮らしたい、二度と人を殺すために銃
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を持たない、だれからも殺されないで生きたい、恐怖や欠乏のない平穏な生

活を送りたいという具体的なものである。

そして、主権者である国民は、そのような思いから、日本国憲法の中に、

平和に豊かに生きる権利こそが最も貴重でかけがえのない基本的人権である

ということを、書き込んだのである。

それこそが、平和的生存権であり、同権利は、人類の良識、子孫に残す希

望、人間の理性、そして人間の尊厳の実現にほかならない。

、 、 、 、今 多くの国民は 施行された安保関連法のもとで 軍事行動勃発の緊迫

そしてわが国の平和の危機を日常的に感じ取っており、自己が持つ平和に生

きる権利を侵害されていることを日々実感している。

２ 人格権侵害

⑴ 人格権ないし幸福追求権

憲法第１３条は 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及、

び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立

法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする 」と規定する。この規定。

は、人間が社会を構成する自律的な個人として、その人格の尊厳が確保され

ることが日本国憲法の根本理念であり、個別的な基本的人権の保障の基底を

なすものであることを示すものである。同条は、種々の個別的な基本的人権

の出発点をなす個人の尊厳、すなわち個人の平等かつ独立の人格価値を尊重

するという個人主義原理を表明したものであるとともに 「生命、自由及び、

幸福追求に対する国民の権利」として統一的・包括的な基本的人権条項とし

て捉えることができる。 なお、本訴状では、このような憲法第１３条に基

づいて保障されるべき個人の生命、身体、精神、生活等に関する権利の総体

を、広義の「人格権」ということとする（大阪高裁昭和５０年１１月２７日

判決・判例時報７９７号３６頁―大阪空港事件控訴審判決参照 。）

⑵ 人格権の侵害
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日本が他国の戦争の当事者となったり、あるいは他国の戦争に巻き込まれ

る危険と機会を増大させたりする集団的自衛権の行使等は、前記のように、

敵対国から日本の国土に攻撃を受け、あるいはテロリズムの対象となる危険

をもたらすものであり、安保関連法の制定によって、原告らを含む日本の国

民・市民は、そのような事態に直面すること、及びその犠牲を覚悟しなけれ

ばならないこととなった。

そのことによって、原告ら国民・市民は、例えば以下のような人格権の侵

害を受ける。

まず、敵対国や敵対勢力から真っ先に攻撃の対象とされる可能性が高いの

は、米軍基地が集中する沖縄であり、あるいは全国の米軍・自衛隊基地及び

その付近、原発施設及びその付近等である。これらの地域に居住する原告ら

、 、 。は その攻撃対象となり 生命・身体等を直接に侵害される危険に晒される

また、戦争による犠牲が集中するのは、いつも、女性、子ども、障がい者

等の社会的弱者であり、戦火の中を逃げ惑い、人間性を蹂躙され、生活の困

窮を強いられることになる。さらに、海外で人道的活動に従事しているＮＧ

Ｏ関係者、民間企業の海外勤務労働者なども、その活動に危険が及び、活動

することが不可能になることも生じうる。

そして、戦場に駆り出されるのは自衛隊員を含む現在の若者であり、ある

いは将来の担い手としての子どもたちであるが、本人はもちろん、我が子や

孫を、殺し殺される戦場に送り出すことを強いられる母親その他の家族の苦

悩には耐え難いものがある。

さらにまた、戦争体制（有事体制）においては、国民保護体制のための措

置を実施することを含めて、地方自治体や民間企業を含む指定公共機関等に

協力体制が義務付けられ、そこで働く公務員・労働者が危険な業務に直面し

たり、医療従事者、交通・運輸労働者などが関係業務への従事に駆り出され

るといった事態が生じる。集団的自衛権の行使等を容認する安保関連法の制
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定により、いつでも集団的自衛権の行使等がなされるおそれが強いことは、

既に述べたとおりである。原告らは、同法の制定等に係る内閣の閣議決定及

び国会の決議により、戦争とテロ行為に直面するおそれが現実化し、その生

命、身体、精神、生活等万般にわたって、危険に直面し、又は現に侵害を受

ける恐怖を抱かされ、不安に恐れおののくなどして、その人格権を侵害され

ている。

なお、原告らについてのこれら人格権の侵害の具体的内容は、後に詳しく

主張する。

３ 憲法改正・決定権侵害

⑴ 国民主権は、国の政治の在り方を終局的に決定する力（主権）が国民にあ

るという原理であり、国民の有する参政権も、この原理から湧出した権利

である。憲法改正に係る国民投票権もそうである。

日本国憲法においては、代表制民主主義（間接民主主義）が強調され、

参政権は、選挙権、被選挙権、公務員になる権利、公務員を罷免する権利

がその代表的なものとされる。しかし、補充的に、直接民主主義の規定も

設けられ、憲法改正の国民投票、最高裁判所裁判官の国民審査、地方特別

、 。法の住民投票がそれにあたり これらも参政権に含まれると解されている

⑵ すなわち、近代立憲主義は、全ての価値の根源にある個人の自由と権利を

実現するために、国の政治の在り方を最終的に決定する力（主権）を有する

国民が、権力を制限する規範として憲法を制定することによって成立する。

憲法制定権力は国民が有し、実定憲法が制定されることによって国民主権が

制度化されるとともに、憲法制定権力は憲法改正権力に転化し制度化される

（憲法改正権は「制度化された制憲権」とも呼ばれている 。日本国憲法。）

第９６条第１項の憲法改正手続は、この国民の憲法制定権力に由来する憲法

改正権の現れである。そこでは国会の各議院の総議員の３分の２以上の賛成

による発議と国民投票による国民の過半数の賛成が要件とされているが、こ
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の間接民主主義による手続と直接民主主義による手続と通じて、憲法改正が

国民の意思決定に基づくことを担保しようとしているのである。ここでとく

に国民投票制度が設けられているのは、その憲法改正権力の担い手である国

民各人に、その憲法改正の内容について直接自ら意思表示をし、その決定に

参加する権利を保障しようとするものであり、直接民主主義的な参政権とし

ても位置づけられるものである。国民各人は、国民主権及び民主主義の担い

手として、憲法の条項と内容を自らの意思に基づいて 決定する根源的な権

利として憲法改正・決定権を有するのであり、憲法第９６条第１項はその現

れにほかならない。

⑶ 安保関連法は、前記のように規範性を有する憲法第９条の解釈を変更し、

その内容を法律によって改変してしまおうとするものである。それは、憲法

第９６条第１項に定める国会の発議と国民投票の手続をとらなければできな

いことであるにもかかわらず、これを潜脱するものである。

しかも、この憲法改正の手続を回避して採られた立法の国会審議の過程に

おいては、多くの国民・市民及び野党の反対を押し切った採決が強行され、

中でも参議院平和安全法制特別委員会における採決は、地方公聴会の報告も

なされず、総括質疑も行わず、不意をついて与党議員が委員長席を取り囲ん

で野党議員を排除し 「議場騒然、聴取不能」としか速記に記録されない混、

乱の中で「可決」したとされる異様なものであった。

それは、国民から負託された国会による代表制民主主義をも蹂躙しつつ、

本来憲法改正手続を踏まなければできないはずの、実質的な憲法改変を強行

したものである。安保関連法の制定は、このようにして、原告ら国民が自ら

の意思に基づいて憲法の条項と内容を決定する前記憲法改正・決定権をない

がしろにし、これを侵害するものである。

そして、集団的自衛権の行使等は、このように原告らの憲法改正・決定権

を侵害し、蹂躙した手続によって制定された安保関連法の現実の適用・実施
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過程であり、また、これが反復されることによって、その侵害の結果を既成

。 、 、 、事実化することになる そしてこの現実の適用 実施 既成事実化を通じて

本来憲法第９条に違反するものであったはずの安保関連法、その集団的自衛

権の行使等に係る根拠法令が、これまでの憲法第９条の規範内容にとって代

わって、実質的な規範として通用する状態が事実上形成され、これが定着し

てしまうことになる。しかも、集団的自衛権の行使等は、一旦それがなされ

れば日本の国全体を後戻りのきかない戦争状態に引き込むことになりかねな

いものであり、そこではもはや憲法第９条の平和主義の規範自体が死文化し

てしまうのである。

４ 原告らの権利侵害の具体的内容

⑴ 原告末延隆成

ア 原告末延隆成（以下 「原告末延」という ）は、高校卒業後の１９８、 。

、 、０年に陸上自衛隊に入隊し ２０１５年１月に退官するまで３５年に亘り

自衛官として過ごしてきた。

原告末延は、陸上自衛隊において、戦闘中の戦闘部隊に、弾薬や燃料を

絶やさず補給する兵站業務、いわゆる「後方支援」を任務としていた。

原告末延は、東日本大震災の際、いわゆる「トモダチ作戦」に自衛官と

して派遣されて、深夜吹雪の中、苫小牧沖の洋上で米海軍揚陸艦に移乗し

、 、て被災地に向かった途中 福島沖で放射性プルーム帯を通過していた際に

偏西風に乗って飛来した放射性物質で被曝し重大な呼吸器疾患に罹患した

可能性があり、現在、医師から余命数年と宣告されている。

原告末延は、自衛官の本来の職務は、日本の国、そして、日本国民を守

ることであると信じている。

昨今の安保関連法制定の流れを見るに、自衛隊は、アメリカの下請けと

なってアメリカの戦争に参加し、日本の国や国民を守ることと直接関係の

ない目的で、自衛官が血を流すことになる。原告末延にとっては、それを
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想像するだけでも耐え難い苦痛であり、それを何もせず漫然と見過ごすこ

とは到底できない。このため、原告末延は、病で呼吸もままならない状況

であるにもかかわらず、原告として名を連ねている。

イ 原告末延は、自衛隊では兵站業務、いわゆる後方支援を担当していた。

そのため、原告末延は、安保関連法審議の時の国会での「後方支援は戦闘

の行われていない安全な場所で、危険な場所ではない」という自衛隊員の

命を軽視しているとしか考えられない安倍晋三首相の答弁に、強い憤りを

感じている。

安保関連法審議における答弁では、米軍の支援を行うことのできる地域

は 「現に戦闘行為が行われていない地域」の中から防衛大臣が「後方地、

域」すなわち「現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される

活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域」に

限定し、現に戦闘行為が始まったら撤退する、とされている。

しかし、弾薬等を必要とするのは前線である。そして、戦闘行為が始ま

ったときこそ弾薬が必要なのであって、支援を受けている米軍が自衛隊だ

け撤退することを認めるはずがない。国会における「後方支援は危険では

ない」という趣旨の答弁は、全くの詭弁である。

、 、かかる詭弁により最前線に送られ 生死の危険にさらされることとなる

もと同僚であった自衛官たちのことを思ったり、もし健康を害していなけ

れば、自分は日本を守ることと無関係に戦場に立たされていたかもしれな

いと想像することで、原告末延は耐え難い苦痛を感じている。

ウ また、原告末延は、自衛隊退官後、戦闘状態にある南スーダンに「駆け

つけ警護」も可能な状態でＰＫＯ派遣される自衛官の身を案じ、２０１６

年秋頃から稲田朋美防衛大臣宛ての「請願書」と書かれた大きな模造紙を

持ち、陸上自衛隊帯広駐屯地の正門の前に立ち、南スーダンからの即時撤

退を訴え続けた。原告末延が違憲と考える法律により、自衛隊員が外国で
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「殺し殺される」状況にさらされることを避けるため、突き動かされるよ

うに行動したのである。

現在、原告末延は、呼吸器を患っているが、元自衛隊員である。今後、

戦争が始まれば、不足する兵員を補うために動員されるおそれもある。か

つて、国家総動員法によって傷痍軍人までもが使い捨てのように動員され

た過去が、その可能性を雄弁に物語っている。

今般の安保関連法の成立により、自衛隊が敬遠され、自衛隊員が不足す

ることが予想される。そうなると、定年で退官した自衛官の再任用を定め

た自衛隊法第４５条の２の規定によって、退官した元自衛官であっても６

５歳までは戦争に駆り出される危険性が出てくる。元自衛官である原告末

延の平和のうちに生活する権利が侵害されていると言わざるを得ない。

エ 加えて、原告末延は、元自衛官ではない自分の家族や子孫までもが将来

戦場に赴く日が来るのではないかと強い不安を抱いている。

現在、政府は、徴兵制は「意に反する苦役」にあたるとして採用しない

と述べている。しかし、原告末延は、現在政府が推進している愛国心教育

や、教育勅語の導入などを併せて考えれば 「国のために命を捨てること、

は名誉なことであり、意に反する苦役にはあたらない」という解釈がなさ

れることは時間の問題ではないかと考えている。

近い将来に、自分の家族や子孫までも戦場に送られるのではないかと考

えると、原告末延は著しい精神的苦痛を感じる。

オ また、原告末延は、安保法成立前に自衛官となった者に対して深く同情

している。

「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂を務め、もって国

民の負託にこたえます 」。

これは、自衛隊入隊時の宣誓文である。安保関連法が成立する前に入隊

， 。した自衛官は 日本国民を守ることを業務内容として入隊したものである
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政権に命令されれば，日本の国や国民を守るという任務以外であっても無

条件に命令に従う，という前提で入隊したものではないはずである。しか

し、勤続中に安保関連法が成立し、日本の国や国民を守る以外の任務が新

たに付加されることとなった。これは明らかな契約違反であると原告末延

は考えている。

昨今の国会答弁では、憲法第９条に抵触しないよう、事実を捻じ曲げた

ような文言や辞句を使用した答弁が行われている。

原告末延としては、かかる言葉遊びの結果、尊い自衛官の命が失われ、

そして、その自衛官の家族のことに思いを致すといたたまれない気持ちと

なり、著しい精神的苦痛を感じている。

カ 安保関連法により自衛隊員が危険にさらされ、ひいては、その報復とし

て日本国、日本国民がテロの被害を受ける危険が増大する。原告末延は、

自衛官の働きにより日本国への危険が増大するという本末転倒の状況が我

慢できない。それゆえ、平和な未来が続くよう、憲法の最後の砦である司

法権の独立とその良心に期待し、本裁判に原告として参加している。

⑵ 原告加藤弘二

ア 原告加藤弘二（以下 「原告加藤」という ）は１９４１（昭和１６）、 。

年１１月２３日に北海道函館市で生まれた。２週間後に太平洋戦争が始ま

り、１歳のときに父が出征した。

その後、原告加藤は五稜郭付近に疎開した。空襲はいつも真夜中にあっ

たが、空襲警報が鳴ると防空壕に避難しなければならなかった。

原告加藤が３歳８か月のときに終戦を迎えた。防空壕に隠れる必要がな

くなり、大きな翼のＢ２９が家の屋根すれすれに飛ぶのを眺めたのを覚え

ている。

イ 戦後間もなく、大陸から樺太経由で引き揚げた者たちが函館港にあふれ

た。中でも戦災孤児は悲惨で、仮設の施設に収容された。原告加藤が小学
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１・２年のときに会った戦災孤児は、まだ日本語を話せなかった。

子どものいる親たちは、毎日食料を求めて奔走した。栄養失調や寄生虫

に悩まされ、赤痢などの疫痢で命を落とす子どもたちもいた。

ウ 原告加藤の父は、終戦後間もなく戦地から帰ってきたが、原告加藤の家

は貧しかった。

、 、「 、学校に弁当を持っていくことができず 午前の授業が終わると 先生

弁当を忘れたので家に帰ってご飯を食べてきます」と言って、実際には家

に帰らず、校舎裏の砂浜で空腹を抱えて過ごしたこともあった。

原告加藤は「親父が朝早くから一日中働いているのに、どうして家は貧

乏なのだ！こんな家に生まれてこなければよかった 」と母を責めたこと。

が何度かあった。そのときに母は、いつも「あの戦争がなかったら、お前

。」 。 、たちにこんなひもじい思いはなかった と言った 裕福な家庭だったが

戦争になって鍋・釜一組以外はすべて供出を強いられ、貧しくなったとい

うことであった。

原告加藤は、戦争は国民を貧困のどん底に陥れるものだということを思

い知った。

エ 転機が訪れたのは、中学３年生で、社会科の教師から「あたらしい憲法

のはなし （１９４７（昭和２２）年に文部省が発行したが、情勢の変化」

を受け、１９５２（昭和２７）年を最後に発行されなくなった ）を用い。

た日本国憲法の授業を受けたときである。

原告加藤にとっては、憲法第９条が一番印象に残った。日本国憲法が、

先の戦争に対して猛反省をし、ポツダム宣言を無条件に受け入れて、戦争

をしない国を宣言し、他国とも協和と協調で世界の平和に貢献するという

、 。憲法であり 一点の疑念もない誇るべき憲法であることを知ったのである

オ 原告加藤は、１９６４（昭和３９）年から１９９９（平成１１）年まで

の３５年間、標茶町・厚岸町・浜中町の中学校で教員を務めた。原告加藤
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の教員生活は、国家による日の丸掲揚や君が代斉唱の強制とのたたかいの

連続であった。

原告加藤は、日の丸や君が代は国民を戦争へと駆り立てるシンボルの役

割を果たしたものであり、再び学校に導入されてしまったのでは、同じ過

ちを引き起こすことにつながるという確信があったので、日の丸や君が代

の強制には抵抗した。卒業式に日の丸掲揚や君が代斉唱を取り入れようと

する校長と対峙したり、道徳の授業で日の丸や君が代と戦争との関係を教

えたりした。また、矢臼別演習場に生徒を連れて行ったり、生徒とともに

矢臼別演習場の反戦地主である川瀬氾二氏と対談したこともあった。

その成果からか、原告加藤の教え子から、自衛隊に入隊した者は１人も

出なかった。原告加藤にとっては、それが秘かなる誇りである。

カ しかしながら、現在では、学校での日の丸掲揚や君が代斉唱は普通の光

景になった。

原告加藤は浜中町の町議会議員をしているが、地元の高校でも卒業後に

自衛隊に入隊する生徒が見られるようになった。海外派兵の危険性が高く

なった現在であっても、景気のよくない地方にとって、自衛隊というのは

経済的な安定という点では魅力的な就職先だからである。

キ 自衛隊がアメリカ軍の多大な影響を受けながら、戦争をせずにいられる

のは、日本国憲法、とりわけ第９条があるからである。

しかしながら、安保関連法によって、自衛隊はアメリカ軍の戦闘に巻き

込まれてしまう。そうなれば、原告加藤が居住する浜中町にもまたがって

いる矢臼別演習場でさらなる大規模の軍事演習が実施され、事故の発生な

ど、原告加藤の生活に現実の悪影響を及ぼすことは明らかである。

それだけではなく、安保関連法が成立してしまえば、そこから、さらに

積極的な海外派兵を可能にするための改憲に向かうことは必然であると原

告加藤は考える。



- 84 -

ク 原告加藤は、安保関連法が憲法第９条に違反すると考えている。

安保関連法により、自身が３５年間かけて行った、戦争に反対し、平和

を実現するための教育が否定されてしまうことになるのを危惧している。

また、かつて教職にあったものとして、未来ある子どもが、貧困のゆえ

に自衛隊に入隊し、憲法違反の安保関連法によって戦場に送られ、ある者

は被害者となり、ある者は加害者となってしまうことを許すことができな

い。憲法第９条は、国家に対し、戦争によって国民が他国民に殺されるこ

とも、国民が他国民を殺すことも防ぐよう命じるものである。

安保関連法は、原告加藤が教員や町議会議員という仕事を通じて守ろう

としている、平和で基本的人権が保障される社会を根底から否定するもの

であり、絶対に廃止されなければならないと考えている。

ケ 安保関連法は原告加藤の平和的生存権及び人格権ならびに主権者として

の憲法制定権を否定するものであり、原告加藤に重大な精神的苦痛を与え

ている。

⑶ 原告村田 歩

ア 原告村田歩（以下 「原告村田」という ）の父村田政之は、北海道綴、 。

方教育連盟事件の被害者であり、１９４１年１月の真冬に治安維持法違

反容疑で逮捕勾留された。

原告村田の父は、１９４０年の秋に、旧音更村（現音更町）の然別小学

校校長に赴任したが、その翌年１月１０日午前５時過ぎ、まだ薄暗い雪の

中を、原告村田を含む家族の目の前で自宅から連行されていった。小学１

年であった原告村田の学習机の引き出しまで特高警察は徹底的に調べてい

った。帯広市内の小学校に転校した原告村田は、チャーチルというあだ名

をつけられた。子供の間にまで父の逮捕の事実が広まっていた。当時の敵

、 。国イギリスの首相の名で呼ばれることは 子供ながら大変な屈辱であった

父の勾留中、原告村田の母は乳飲み子を背に、何時間もかけて面会、差
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し入れに通っていた。面会から帰ってくると「シラミ」のいっぱいついた

シャツを熱湯消毒していた。原告村田の父は、半年後、嫌疑不十分で釈放

されたが、死ぬまで事件について語ることはなかった。

イ １９４５年７月の帯広空襲では、アメリカ軍の飛行機が原告村田を襲っ

た。自宅のたこつぼに逃げ込んだ原告村田の頭上で、飛行機が爆弾を投下

していった。爆弾が落ちた場所へ行ってみると防空壕の壁のところに一体

の死体があった。

戦時中は 「鬼畜米英 「八紘一宇 「忠君愛国」などというスローガン、 」 」

を教師から徹底的に叩き込まれ、ひたすらそれを信じ、原告村田は軍国少

年として成長した。しかし、敗戦の翌日から同じ教師が何事もなかったか

のように、これから日本は「民主主義」の国に生まれ変わる 「自由 「平、 」

等」の国になったと宣言した。この、教師の変身ぶりは、原告村田の心を

いたく傷つけ、原告村田は、人間不信、特に最も尊敬していた教師への極

。 、 。度の不信に陥った そして 原告村田は決して教師にはならないと誓った

しかし、大学を卒業した原告村田は、心に受けた痛手を反面教師とし、父

と同じ教職の道へ進み、十勝管内の中学校で社会科を３６年間教え、１９

９４年３月に退職した。

、 、 「 」 、ウ 原告村田は 教壇を降りた年の夏 帯広市内で 七三一部隊展 を開き

現在に至るまで反戦運動に携わっている。さらに月に一度、妻とともに帯

広市で子供向けの料理教室を開催している。家庭科教師であった妻の料理

の実技指導と社会科教師であった原告村田の授業を組み合わせた料理教室

である。食をキーワードにして歴史や地理、さらには戦争や平和の問題に

も及んだ話をしている。

エ 原告村田は、自身の実体験と現在の状況を重ね合わせている。安保関連

法が成立、施行され、日本が戦争をする国になっていると感じている。戦

争は人間そのものの破壊であり、人格の破壊である。当時は、国家権力に
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屈服してものを言わなくなった教師が、子どもたちを戦場に送ることに手

を貸していたのである。

国が一つの価値観に流れていくことほど恐ろしいことはない。言いたい

ことを言えない。やりたい事をやれない状況を招いてはいけない。

戦後の大人たちに「あなたたちは何もしなかったのか 」と問いかけた。

原告村田は、その問いが自身に向けられたときには「必死になって抗った 」。

と答えたい気持ちがあるし、また何よりも、そのような問いかけなどされ

ないような戦争のない平和な社会を作りたいと願っている。

オ 原告村田は自由にものの言える社会を守ること、そして二度と戦争をさ

せないことを信念としている。頭上に爆弾が落とされる恐怖を子供らに味

わわせたくないという強い気持ち、子供たちを戦場に送りたくないという

思いを持っている。日本が再び戦争をする国に向かっていくことは自身が

味わった戦争の恐怖を惹起させることに加え、原告村田の人格権を根底か

ら否定するものであり、原告村田の平和的生存権の侵害であって、これに

よる精神的苦痛は計り知れない。

また、大学の法学部で憲法を学んだ原告村田は、憲法改正権、制定権の

尊さ、重要性を理解している。憲法を改正するには、国民の意思に基づい

て憲法で定められた手続きでなされなければならないと原告村田は信じて

きた。憲法を改正する権利が国民のみにあること、言い換えると国家には

この権利がないからこそ、憲法により国民の権利自由を守ることができる

のであり、加えて戦争をするかしないか、平和をどのように実現するのか

ということについても国民が決めることができ、国民の意思に基づいた憲

法改正がなされない限り、国家の独断で戦争をすることはできないのであ

る。にもかかわらず、憲法を内閣や国会が恣意的な解釈を行い変更したこ

とは、立憲主義の根本を否定するものであり、自らも有する憲法改正権・

、 、 。制定権を否定され 蔑ろにされ 侵害された原告村田の苦痛は甚大である
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⑷ 原告安達愛子

ア 原告安達愛子（以下 「原告安達」という ）は１９２７（昭和２）年、 。

に１０人兄弟の長女として生まれ、終戦直前に「拓北農兵隊」として、東

京都杉並区から上士幌に向かっている途中で終戦を迎え、現在は帯広市内

に居住している。原告安達は終戦当時１８歳であった。

イ 原告安達は、１９４４年の空襲で，亀戸在住の伯母を亡くした。東京の

亀戸で寿司屋をしていた原告安達の伯母で、原告安達の母のすぐ上の姉

（まつ）は、たまに荻窪の原告安達の家へ来ると、山のようにお寿司を

作ってくれ、原告安達の十人の兄弟を大喜びさせてくれた。

原告安達は、当時伯母と一緒に避難をしていた伯父から伯母の最後の

様子を聞いた。伯父と伯母は、空襲から逃れるためにリヤカーに荷物を

積んで山の手の方に向かい、伯父がリヤカーの前を引き、叔母が後押し

をして、時々声を掛け合っていた。ところが、気が付くと伯母がいなく

なっており、伯父は伯母を必死になって探し、焼け跡に何回も行ってみ

たり、知っている人にあれこれ聞いてみたがとうとう見つからなかった。

後日、原告安達の母のもとに伯母の死を知らせに来た伯父は、まるで別

人のようだった。いつも目をまん丸くし、ひょうきんなことばかり言って

皆を笑わせる人だったのに、その面影は残っていなかった。

ウ １９４５年、その悲しみが消えないうちに、また伯父が原告安達の母の

元を訪ねてきた。伯父は 「馬鹿らしいというか何というか。ふみちゃん、

（原告安達の母の名 、びっくりしないで聞いて下さいよ」と前置きをし）

てゆっくりと話し始めた 「ついこの間、まつ（原告安達の伯母）が死ん。

だばっかりだというのに、今度は保土ヶ谷の義姉さんが・・・。空襲警報

が鳴ったので、いつものように、義姉さんは孫二人を連れて裏の山に避難

したんですって。そうしたら運の悪いことにそこに日本軍に撃墜されたＢ

２９が落ちて来て、三人がその下敷きになったって言うんです。義姉さん
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の上半身は焼けてしまったけど、腰に貯金通帳を巻き付けたまま土に埋ま

。 、 、っていたんで誰だかわかったんだって そして 子供も一人は亡くなって

一人は大やけどをしたけど何とか助かったって。全く話にも何にもなりま

せんよ。黙って家にいりゃ助かったのに・・・」

原告安達の母は、可愛がってくれた二人の姉をたった何ヶ月かの間に亡

くしてしまったのである。戦後５０年がたっても原告安達の母は、昨日の

ことのように思い出して声を上げて泣くことがあった。原告安達は自身が

二人の伯母を亡くした体験としては当然のこと、心に負った傷が戦後５０

年経過してもなお消えない母の姿を見て、戦争の悲惨さを強く感じた。

「 」 。 （ ） 、エ 戦災者にひらく北の穀倉 － １９４５ 昭和２０ 年６月のある日

全国紙にこのような記事が掲載された。空襲による都市戦災者対策と食糧

増産を目的とした「拓北農兵隊」を募る記事であり、応募者には現地での

住居や土地の無償貸与、主食品配給などの特典が約束されるとのことであ

った 「食糧増産でお国に尽くそう」と、原告安達の父は兵隊に行かない。

代わりに固く決意し、家族全員で北海道に行くことが直ちに決まった。８

月７日、東京を出発し、長い列車の旅は１０人兄弟の長女としての役割も

あり、大変な苦労であった。東京を出発して３日目、青森に到着し、北海

道に渡る連絡船の出発の目途が立つまで、県内の小学校に留まることとな

った。空襲で焼け落ちコンクリートの外壁のみとなった小学校で、配給さ

れる玄米をたいておにぎりにしたのを唯一の食べ物とし、ひたすら身を潜

めた。連絡船が出発することになったものの、一つ先に行った連絡船が敵

機に襲撃され沈んだという話を聞き、恐怖におびえながら海を渡った。よ

うやくたどり着いた函館で終戦を迎え、翌１６日昼頃、上士幌駅に到着し

た。駅前の家々の軒は傾き、家も薄暗く、これからどうなるのかという不

。 、安で涙があふれた 終戦により主食品配給などの特典はすべて反故にされ

荒れ果てた北の地に置き去りにされたような理不尽な思いをした。
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オ 原告安達は、戦後の日本はとても平和な世の中だと感じている。原告安

達には宝塚歌劇団に入りたいという夢があったが、戦時中はそのような夢

をかなえられるような世の中ではなく、夢を見ることすら許されない暗い

世の中だったと振り返る。また、戦時中は国のために必死に尽くそうとし

ていた原告安達の父親が、戦後になり「愛子が女でよかった。男だったら

兵隊にとられていた」と言ったことがあった。原告安達は、これこそが親

としての自然の心情なのであり、戦時中が異常な世の中であったことを改

めて痛感した。

カ 原告安達は、二人の大切な伯母を亡くした経験や、苦労して家族で北海

道に渡ってきた経験を通じて、二度と悲惨な戦争を繰り返させてはならな

いと強く感じている。また、原告安達は昭和１８年１０月２１日、東京・

明治神宮外苑競技場において開催された文部省学校報国団本部主催の出陣

学徒壮行会にスタンドから参加しており、その時の光景が今も目に焼き付

いている。原告安達は、あの日のように若者を戦場に送る光景は二度と見

たくないと強く願っている。

キ 原告安達は、安保関連法は憲法第９条に違反するものであり、戦後築き

上げてきた平和な日本を根底から覆すものであると確信している。原告安

達は、前記の悲惨な経験をしてきた者として、再び戦争へと向かう施策を

看過することはできない。安保関連法案は原告安達の平和的生存権及び人

格権ならびに憲法制定権を否定するものであり，原告安達に重大な精神的

苦痛を与えている。

⑸ 原告細岡幸男

ア 原告細岡幸男（以下 「原告細岡」という ）は１９３０（昭和５）年、 。

に本別町西美里別で、農業を営む父と母の５人兄弟の二男として生まれ、

現在も同所に居住している。

イ 原告細岡は１９４５年７月１５日に本別空襲に遭い、空襲により父の農
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業の跡継ぎであった兄と、恩師である山内三郎教頭先生を亡くした。当時

中学生だった原告細岡は、学校の正門前で敵機（米軍機）が来ないか見張

りをしていたところ、午前８時３０分頃、町内に空襲警報が鳴り響き、米

軍機４０機以上の編隊が町内に向かってきた。原告細岡は、防空壕に逃げ

込もうとしたが、中は避難者でいっぱいであったため近くの林に身を隠し

た。爆弾が落ちるたびに体が持ち上がるような感覚であったこと、生暖か

い爆風が全身を覆い、土や破片がパラパラと降り注いだ状況を鮮明に記憶

している。また、機銃掃射が、伏せていた原告細岡の正面から襲い掛かっ

た。原告細岡の周りの木の枝が次々と打ち落とされ、原告細岡の足元付近

にも縦断が迫る中、原告細岡は九死に一生を得た。まさに死を覚悟するほ

どの恐怖であった。山内教頭先生はこの時の空襲で亡くなったのだが、原

告細岡は気が動転していて、近くにいたはずの山内教頭先生が亡くなった

ことさえも気が付かなった。

攻撃が収まり、家に戻ろうとしたところ、青年学校の生徒から「おまえ

の兄さんが足を折った」と知らされた。原告細岡が急いで兄の元に駆け付

けると、横たわる兄の左足は、ふくらはぎの下３ｃｍほどのあたりから、

皮一枚でつながっている状態で、太い骨がむき出しの状態だった。町は燃

え上がっており、運び込む医療機関もなく兄は放置されていたのだった。

、 、誰かが兄の腿の部分を縛って止血してくれたが 出血が止まることはなく

。 、 。兄は死を待つしかなかった その後 戸板を担架代わりにして兄を運んだ

兄は苦しそうな表情で「水をくれ」と何度も懇願したが、間もなく絶命し

た。兄の遺体は一週間後、自宅近くの河原で火葬された。原告細岡は、こ

の時のことを昨日のことのように鮮明に記憶しており、最後に兄に水を飲

ませてあげられなかったことを今でも後悔している。

ウ １９４５（昭和２０）年８月に終戦を迎えた。原告細岡は、学校で玉音

放送を聞いた。日本が戦争に負けるとは夢にも思わず、この日の放送も８
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月９日に攻めてきたソ連軍に対して日本軍が宣戦布告をする内容だと思っ

ていた。戦後、平和な日本に暮らしていてようやく、自分が洗脳されてい

たのだと気がついた。戦争があと１か月でも早く終わっていれば兄を失わ

なかったと振り返り、また、広島や長崎に原爆が投下されてようやく終戦

を迎えたことから、一度始めた戦争を終わらせることなど容易でないと強

く感じている。

エ 原告細岡は、二度と悲惨な戦争を繰り返させないために、そして、本別

空襲を忘れてほしくない、戦争の悲惨さを自分が住む地域で実感してほし

いという思いから、自らの戦争体験を地元の小学校、中学校、高校で語る

活動を続けてきた。原告細岡は、安保関連法は憲法第９条に違反するもの

であり、戦後築き上げてきた平和を根底から覆すものであると確信してい

。 、 、る 原告細岡は 前記の通り本別空襲での悲惨な経験をしてきた者として

そして、その体験を語り続けてきた者として、再び戦争へと向かう施策を

看過することはできない。安全保障法制は原告細岡の平和的生存権及び人

格権ならびに憲法制定権を否定するものであり、原告細岡に耐えがたい重

大な精神的苦痛を与えている。

⑹ 原告澤澄子

ア 原告澤澄子（以下 「原告澤」という ）は１９３２（昭和７）年、 。

に帯広市内で、四人姉妹の長女として生まれ、現在も帯広市内に居住して

いる。

イ １９４５年７月１５日午後３時、米軍艦載機が帯広市内啓北国民学校付

近を攻撃し、１歳の乳児から１７歳までの６人が犠牲となった。この帯広

空襲当時、原告澤は１３歳であり帯広高等女学校に在学していた。原告

澤の自宅が半壊したほか、付近も５発の爆弾と機銃掃射を浴び焼野原状

態となった。原告澤は、母と妹と一緒に防空壕に逃げ込み、九死に一生

を得た 戦後７０年以上が経過した今もなお 当時の大音響の爆発音 バ。 、 、「
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リバリバリ」という機銃掃射の音が耳に残っており、当時の恐ろしさも鮮

明に記憶している。

原告澤は、帯広空襲で、それまで経験したことのない恐ろしい目にあ

ったにもかかわらず、終戦まで日本が負けることはない、日本は神の国だ

から勝つと信じていた自分を振り返り、戦争一色に染まっていたあの時代

の異常さを身にしみて感じている。

ウ 戦後、原告澤は、戦争の記憶を風化させてはいけないという強い思い

に動かされ、１９８２年から「帯広空襲を語る会」の運営に中心的に携わ

ってきた 「帯広空襲を語る会」は、帯広空襲を実際に体験した人が当時。

の様子を語り、戦争の悲惨さを伝えるとともに、証言集を編纂して、その

当時の記憶が風化することのないよう活動を続けている。証言集は１９８

５年に第１集を発行し、以後 「帯広空襲を語る会」の結成１０年目であ、

る１９９１年に第２集、戦後５０年記念で１９９５年に第３集、２００６

年に第４集を発行し、現在、第５集の発行を計画している。

原告澤が空襲体験の聞き手となった人の中に、帯広空襲で当時１６

歳、９歳、１歳の３人の子を亡くした高橋キソさんという人がいた。高橋

さんの家族は、空襲警報が鳴った午後３時ころには防空壕に避難をした。

ところが、９歳の子が「おしっこがしたい」と防空壕から飛び出して、１

６歳のお兄さんが慌てて止めに出たところ二人とも爆死してしまった。ま

た、高橋さんが背中におんぶしていた１歳の子も爆風により脳挫傷で死亡

してしまった。終戦の時に高橋さんは「天皇のばかやろう」と大声で叫ん

だとのことであった。

エ 原告澤は、１９８２年から３０年以上にわたる「帯広空襲を語る会」

の活動を通じて、戦争の悲惨さを訴えるとともに、二度とあのような戦争

を繰り返してはならないと、人生をかけて訴え続けてきた。ところが、安

保関連法のみならず、共謀罪等、国民が事の重大性を理解しないままに、
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少しずつ戦争に向かっていく現状が戦前の日本に向かっているように思え

て、強い危惧感を抱いている。原告澤は、前記の通り帯広空襲での悲惨

な経験を語り継いできた者として、そして、平和な日本を強く願う者とし

て、再び戦争へと向かう施策を看過することはできない。安保関連法は原

告澤の平和的生存権及び人格権ならびに憲法制定権を否定するものであ

り、原告澤に重大な精神的苦痛を与えている。

⑺ 原告宮嶋 望

ア 原告宮嶋望（以下 「原告宮嶋」という ）は、１９５１年生まれであ、 。

り、１９７８年に北海道上川郡新得町において、新得共働学舎を開設し、

以後代表を務めている。新得共働学舎では、原告宮嶋とともに現在約７０

名の者が共同で勤労生活を送っているが、その半数が肉体的ないし精神的

に障がいを持つ者であり、中には刑務所を出所した前科を有する者や元ホ

ームレスも含まれている。

イ 新得共働学舎は、全国に展開するＮＰＯ法人共働学舎の一つである。Ｎ

ＰＯ法人共働学舎の先駆けである信州共働学舎は、１９７４年に原告宮嶋

の父である宮嶋眞一郎（以下 「眞一郎」という ）によって興された。、 。

眞一郎が共働学舎を興した目的（構想）は、様々な身体的、精神的、境

遇上の理由から家庭生活や社会生活を送ることが困難な人々が、それぞれ

の持ち味、特徴、能力を生かし、協力することにより生きる場所を作るこ

と、すなわち、人間一人一人に存在する固有の生命の価値が互いに協力す

ることによって、個にはできない価値のある社会を作り上げるというもの

であった。そして、この眞一郎の構想には、真の平和社会の実現が含まれ

ている。なぜなら、人間同士の暴力は生命の価値の否定であり、個々の多

様性を尊重し、多様性を生かした価値のある社会を作りあげていくことと

矛盾するものだからである。

、 、 、原告宮嶋も この眞一郎の構想を受け継ぎ 不完全で弱い力であっても
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互いに協力し合うことにより、個々の生命の力を素直に伸ばせる新しい平

和社会を作りたいと願い、新得共働学舎を運営して日々の共同生活を送っ

ている。

新得共働学舎は、上記のとおり障がいを持つ者など多様な人間が集まっ

ている。そのため、勤労に励む者がいる一方で、部屋に籠ってテレビゲー

ムに耽るなど怠惰な生活を送る者もいる。そうすると、当然、生活する者

。 、 、 （ ）同士で喧嘩となることも少なくない しかし そういった際 腕力 暴力

によっては何も解決しない。今後も「共働 （通常は「共同」の文字を用」

いるが、原告宮嶋の「共に働く」という理想を重んじて、以下「共働」の

。） 、 、文字を用いる 生活を営む以上 互いが自分と相手との違いを認め合い

話し合うことでしか人間関係の改善、解決は図れない。原告宮嶋は、新得

共働学舎で、共働生活を送る中で、争いを暴力でない平和的な方法で解決

することの意義を日々実感しており、共働生活を送る者たちにその大切さ

を教えている。

そして、ＮＰＯ法人共働学舎は、現在では、前記のとおり全国で展開す

るようになり、多くの賛同者、支援者を得るまでになった。眞一郎の構想

を受け継いだ新得共働学舎の運営は、まさに原告宮嶋のライフワークであ

り、原告宮嶋の人格そのものであるといえる。

ウ ライフワークという点では、原告宮嶋は 「 九条の会』アピールに賛、『

同する新得の会 （以下 「新得九条の会」という ）の設立（創設）メン」 、 。

バーとしての活動も行っている 「新得九条の会」は、憲法第９条を中心。

とした日本国憲法を守ることを目的として作家の大江健三郎氏らが立ち上

げた「九条の会」に賛同するものであり、その理念は、上記新得共働学舎

の構想である真の平和社会の実現に資するものである そのため この 新。 、 「

得九条の会」の活動も原告宮嶋のライフワークとなっている。原告宮嶋が

「新得九条の会」の活動で講演を行う際は 「宗教、人種などお互いの立、
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場を踏まえ、いろいろな個性を受け入れることが平和につながる。戦争は

間違った解決方法。お互いを生かしていく解決方法を見つける努力が必

要 」と新得共働学舎での日々の生活に裏打ちされた理念を訴え続けてい。

る。

、 、 、エ このように原告宮嶋は 自らライフワーク 人格そのものの発現として

新得共働学舎を運営し、新得九条の会の活動を行ってきた。

しかし、今般、安保関連法が成立、施行された。この現状に対して原告

宮嶋としては、単に憤りを感じているというだけにとどまらない。眞一郎

の構想を受け継いで自らのライフワークとして作り上げてきた共働社会の

構想と新得九条の会の活動を否定されたと感じ、深い衝撃を受けている。

原告宮嶋は、新得共働学舎という社会においても、個々の多様性を受け入

れることによって、小さな平和を作り上げてきた。そして、この構想を広

げることが、真の平和社会（世界平和）を作り上げることにつながると信

じ、新得九条の会の活動を行ってきた。ところが、安保関連法により、日

本が他国の戦争に何らかの形で関与することは、真の世界平和へ向けて微

力ながら積み重ねてきた原告宮嶋と眞一郎の取り組みの全否定であって、

人生の否定に等しいものである。これはまさに新得共働学舎において約７

０名の者と共働生活を送っている原告宮嶋の人格権そのものの侵害であ

り、かつ、平和的生存権の侵害であるとともに、平和憲法たる日本国憲法

の制定権（改正権）の侵害というべきものであり、これによる精神的苦痛

は計り知れない。

⑻ 原告脇谷暁融（きょうゆう）

ア 原告脇谷暁融（以下 「原告脇谷」という ）は１９６０年に生まれ、(ｱ) 、 。

浄土真宗本願寺派（西本願寺）北海道教区に所属し、上川郡清水町にあ

る妙覚寺に在籍する僧侶である。北海道には約３７０の本願寺派の寺院

があり、その所管は北海道教区教務所（札幌別院）で、十勝総合振興局
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内は、十勝組（そ）という単位で約４０か寺の寺院がある。北海道教区

において原告脇谷は、長らく部落差別・アイヌ差別問題に取り組んでき

た。

仏教全般における根本は不殺生・非暴力にあり、また釈尊（釈迦）自(ｲ)

身の言葉に「すべての者は暴力におびえ、すべての者は死をおそれる。

己が身にひきくらべて、殺してはならぬ、殺さしめてはならぬ （法句。

経 」と説かれている 「己が身にひきくらべて」というのは、暴力に） 。

よって殺される側に自分の身を置くということであり、暴力を自分自身

の恐怖や苦しみとするならば、殺す側に立ってはならないということで

ある。また、真実の世界にあっては「兵戈無用（ひょうがむよう 」が）

説かれ、平和の実現のためには究極として兵隊や武器は一切無用という

理念がある。

国家や集団が、自衛の名の下に他者を陥れる時 「正義」の名でその、

行為を正当化する。そこには、自らの姿がどうであるかや、自他のいの

ちの存在をふり返り、さまざまに見つめ直す視点が欠けている。自ら身

を置く社会や組織、国家が正義化していくこと自体に自己中心性を孕ん

でいることを、どこまでも客観視できない中で、自衛や安全保障と言っ

ても根幹をなしている理解に相違がある。

２００３年１２月、イラク特措法に基づいて、自衛隊が創設以来初め(ｳ)

。 、て戦闘地域ではないかとの疑義のあるイラクに派遣された その折りに

原告脇谷は、北海道教区内僧侶有志とともに、教団所属の門信徒らが駆

り出されていくことに反対する声明と呼びかけを札幌市狸小路で行っ

た。同時期に十勝組では北海道新聞・十勝毎日新聞の二紙に、意見広告

「悲戦」という訴えを掲載した。以降、原告脇谷は、西本願寺教団自体

が教学や布教を用いアジア・太平洋戦争に荷担してきた歴史を担うべ

く、２００５年には念仏者９条の会、念仏者９条の会・北海道、清水９
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条の会に参加した。さらに、２００９年には非戦平和をはじめとする社

会の多様な課題に関する書籍を北海道教区として発刊し、２０１５年に

は、安倍靖国参拝違憲訴訟の会・東京に参加するなど、現在まで非戦平

和に関する多くのフィールドワークに参加してきた。

原告脇谷自身は、日本という国家が戦後どこまでも対米従属の姿勢に(ｴ)

ある中で、敗戦国としての加害・被害の責任を担うことを放棄してきた

７０年の歴史を見つめ直す必要性を感じながら生きてきた。同時に、さ

まざまな非戦平和の思いをともにする人々とともに活動を続けてきた。

、 、 、安保関連法自体が日本国民としての基本的人権 生活権 政教分離原則

そして憲法自体の精神を犯しかねないものと考えている。

イ 原告脇谷は、現憲法における戦争放棄条項は、世界に冠たるものと思っ

ているし、誇りにも思っている。憲法第９条は、戦後７０数年を経た現在

まで、これを遵守し、めざしていくべきものとして描かれてきた尊い理念

である。日本の歴史をふり返ると、日本を取り巻く状況は大きく変化して

。 、 、 、いる この変化の中においても 日本は 崇高な憲法第９条の理念のもと

戦後の平和を維持してきたのであり、世界各国から信用を獲得してきた背

景がある。ことに数度にわたる解釈改憲でその適用範囲は、ずるずると拡

大してきたが、それでも専守防衛を第一義に掲げた「個別的自衛権」まで

であり、その「個別的自衛権」で現在危惧されるような事態にも十分対応

が可能とされてきた。それを、グローバル化する世界経済・新自由主義を

背景に 「集団的自衛権」に存立危機事態という前提までつけて、さらに、

拡大適用することは無謀きわまると考える。事実に対してやれるべきこと

を熟慮せず、稚拙に現実的な目先の事態に対応しようとすること自体が、

。 、憲法第９条の理念に反していると考えている 理念と現実の乖離にあって

現実にそぐわないから理念自体を現実に合わせ引き下げるという思考は、

憲法の理念に反するものであり、戦後の日本を歩んできた全ての人々を貶
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めることになりかねないと危惧を抱いている。空語と言われようとも理念

を高く掲げたその精神に、どこまでも時間をかけて近づいて行こうと努力

を惜しまないのが、国民の遵法精神であり、公務員の遵守すべきありよう

であると考えている。

また 「個別的自衛権」までも適用するような事態に陥らないよう、全、

ての回路を用いて対話を継続していくことが外交努力というものである。

それを、短絡的にしてしまう安保関連法の存在自体が、浅薄であり危うい

ものであることは自明の理であると確信している。

ウ 原告脇谷を含む本願寺派北海道教区の僧侶門徒有志は、２０１１年３月

から、東日本大震災の救援支援として、仙台を拠点に「真宗支援ネット」

を立ち上げ活動を続けてきた。現在６年が経過し、この組織自体は存在し

ているが、主にそこからま生れた個別の支援活動を中心にそれぞれが活動

をしている。

大震災当時、原告脇谷も自衛隊の救援活動を間近で見て、国土保全、遺

体捜索、被災地の救援・支援活動など、自衛隊でないと不可能な様々な活

動に助けられたと感じている。また原告脇谷自身も２０１６年８月の台風

１０号の激甚被災地である清水町に生活する一人として、全面的な給水支

。 、 、援活動を受けてきた 自衛隊の 国防として準備し訓練されてきた能力が

国土保全（国土に住する人々・環境を維持）をする能力として現れた。自

衛隊のこれらの活動は、どこまでも国土を自衛する意味を再確認する場面

でもあった。そこでの隊員一人一人は、被災地の窮状と住人のいのちに対

して昼夜を問わず活動したのである。地震や水害などの被害を受けやすい

熾烈な国土を抱える私たち自身が、隊員たちの懸命な活動に頼らざるを得

ない状況に陥ることは、これからも少なくないはずである。その隊員たち

のいのちを、安保関連法は、自国の専守防衛のみならず、国家が他国のた

めに利用していくものであり、いのちに対する尊敬の眼差しが感じられな
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い。国際貢献のための活動ならば、これまでに到達できた成果を正確に評

価する必要がある。国際貢献と言いながら、人身御供の如く隊員を差し出

すような対米従属の姿勢は卑屈にさえ映る。国土保全・救援支援のために

活動した隊員達のいのちを、今度は私たち自身が意思をもって守っていく

必要があると考えている。

エ 安保関連法が国会で可決され、施行された過程において、国会を取り巻

く多くの人々の声を無視し続けたありようが問われなければならないとも

感じている。世論を二分していくような法案に対して、国会がその議員の

数をもって制したばかりでなく、決して少数ではない意見に聞く耳を持た

ない（付帯意見や見直し条項もつけない）ありようは、議会制のあり方自

体が問われるべきものである。それは民主主義の根幹を揺るがし、憲法が

描いてきた立憲主義をも否定しうるものである。同時に、政治そのものの

専制化・暴力化を意味し、政治自体への失望と構造の劣化をより強く感じ

る結果となった。それが現在における日本の国家の形態であるならば、格

差と差別により貶められることによって、その捌け口としての強大な権力

に弱者が加担していく二重に歪んだ構造を、政治と国家が好んで作り上げ

てきたとしか言いようがない。その背景にあるものを深く注視させないま

ま、踊らせて世論を形成するという方法自体が確信犯であり、扇動的であ

るといえる。安保関連法によって、危機的なあり得ない状況をまくしたて

ていくありようは、政治自体に自信のないあらわれであり、その犠牲を最

前線で戦闘状態の中で強いられていくのは弱者としての立場にある個々の

自衛隊員であることは、誰しもが理解できると考える。

さらに、その構造は日本的原理を据えた精神性を背景として、殉職自衛

官（軍人・軍属）を国家における崇拝対象と崇め英霊顕彰するという靖国

神社自体にからみ、若年者（に限らず大衆全般）における教育の一環とし

て、国家奉仕を是認する方向へ容易に結びついていくことが想像できる。
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安保関連法は、単に集団的自衛権の実施のみならず、非戦平和を願い続け

てきた戦後国家の将来像に大きな禍根を残しかねないと危惧している。

オ 原告脇谷の抱いている平和への理念・信念は、自らの宗教的な信条と平

和的確信にもとづいて平和のうちに生きる権利としての平和的生存権であ

るところ、安保関連法はかかる権利を侵害するのみならず、さらに原告脇

谷の人格権、憲法改正権、制定権を侵害するものであるから原告脇谷に対

し重大な精神的苦痛を与えている。

⑼ 原告野瀨義昭

ア 原告野瀨義昭（以下 「原告野瀨」という ）は、現在８４歳である。、 。

１３歳までは大日本帝国憲法の下で戦争に明け暮れる時代を過ごし、その

後の７１年間は日本国憲法のもとで平和日本の中で生活してきた。

イ 原告野瀨の父は、出征した。その瞬間から、原告野瀨の家は母子家庭と

なり、原告野瀨は中等学校受験を断念せざるを得なかった。原告野瀨は、

その悔しさをいつまでも抱え続けた。父なき後の長男として母を助け家長

のようにふるまい、来る日も来る日も小さな体を粉にして、防空壕掘りに

スコップを握った。戦争が長期化するに従い、十分な食料も配給されず、

従兄の着古しを身につけ、空腹に耐え、母と共にその重圧に悩み続けた。

ウ １９４５（昭和２０）年７月１５日早朝、小さな本別町に米軍の艦載機

４０数機が襲来し、５０分間にわたり銃爆撃が加えられ、瞬く間に町は火

の海となり、紅蓮の炎は渦巻く黒煙と共に空高く燃え上がった。原告野瀨

は、３人の妹の手を引き馬鈴薯畑に逃げ込んだ。原告野瀨が伏せている傍

を銃弾がブスッブスッブスッブスッと不気味な音で土に突き刺さり 「も、

うダメか」と観念し、恐れおののいた。小さな妹は満面真っ赤にし、火が

付いたように泣き叫んだ。本別の町は三日三晩燃え続けた。近所の２３歳

の女性が銃撃を受け、母親に抱かれながら「お母さん、目が見えないよ」

と訴えながら絶命したことを聞かされ、原告野瀨は手放しで泣いた。この
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空襲で感じた死体の臭い、身を焦がす熱風、銃弾で命を奪われる恐怖は、

今に至るも忘れることはない。

エ １９４５（昭和２０）年８月、戦争が終わった。原告野瀨は、母や妹た

ちと共に九死に一生を得て生き延びた。父の不在中家長の役目を果たし、

全身で「平和の有難さ」を実感し、その思いを胸に今まで忘れずに生き続

けてきた。

、 、 。 、オ 戦後間もなく 原告野瀨は教師になり ４１年間教壇に立った 戦時中

物言わぬ伝声管に仕立て上げられた教師たちによって 「戦争のために命、

を捧げよ」と、おびただしい数の教え子が戦場に駆り立てられ、そのため

に命を散らした教え子たちは膨大な数にのぼった。教師の責任は重大であ

った。原告野瀨は、そんな時代に身を置いた生き証人として 「再び、教、

え子を戦場に送らない」をスローガンに、教員組合役員として頑張ってき

た。

カ 原告野瀨には、１９３４（昭和９）年４月２日帯広刑務所で獄死した伯

父野瀨景三郎がいた。伯父は、戦前文芸活動や農民運動に関わっており、

当時の治安維持法下で、熾烈な思想弾圧で投獄され獄死した。家族は、非

国民と白眼視され、釧路地方の奥地に身を潜めた。家族の生き延びる策と

して、野瀨景三郎とは何の関りもありませんと、残酷な「野瀨家の掟」が

固く約束され、自己規制によって伯父は野瀨家から排除された。原告野瀨

がこのことを知ったのは、２００９（平成２１）年３月３１日、老いた従

姉が、７５年間の秘匿されてきた「野瀬家の掟」を、掟破りの覚悟の下に

明かした伝言によってである。戦争遂行のため猛威を振るった弾圧法「治

安維持法」は、野瀨家の子々孫々までも呪縛し続けた恐るべき悪魔の法で

あった。

キ 安保関連法は憲法違反であり、大日本帝国憲法下の暗黒政治時代への逆

行である。原告野瀨は、機銃掃射の弾丸の嵐をかいくぐって生き延びてき
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た体験から、再びよみがえる戦争への施策は看過できない。原告野瀨は、

生きてきた体験から、諸弾圧法も含めて戦争への準備がどのように仕組ま

れていくか、戦前の手法と重なって見えている。先の大戦で日本国民を惨

禍に巻き込んだ戦争を許さない願いを込めて、憲法違反である安保関連法

を持ち出した為政者に対して、再び戦争への意図を感じた苦痛への賠償を

求め、提訴したものである。

安保関連法は、原告野瀨の平和への願いを否定することで、原告野瀨の

平和的生存権及び人格権ならびに憲法制定権を害するものであり、原告野

瀨に重大な精神的苦痛を与えている。

⑽ 原告藤本幸久

ア 原告藤本幸久（以下 「原告藤本」という ）は、１９５４（昭和２９）、 。

年に三重県四日市市で生まれ、十勝管内の新得町に在住しているドキュメ

ンタリー映画の監督である。

原告藤本は、水俣病とその患者のドキュメンタリー映画を数多く制作し

た土本典昭監督の助監督を経て独立した。

イ 原告藤本は、戦争を直接経験した世代ではない。しかし、映画制作の仕

事を通して、原点ともなる二つの出来事を深く心に刻んでいる。

一つは、１９８８年のアフガニスタンである。原告藤本は、土本典昭監

督の助監督として５か月、アフガニスタンに滞在した。１１月のある日、

首都カブールで宿泊先のホテルのすぐ近くにあるバスターミナルにロケッ

ト弾が撃ち込まれた。現場に駆けつけると、黒こげになった死体、内臓が

はみ出た死体、ちぎれてばらばらになった肉片が一面に飛び散っていた。

その中で、撮影を続けた。若い女性の手首が落ちていた。兵士の死体は一

つもなかった。老若男女、市民の死体ばかりだった。現代の戦争では、兵

士よりも市民が多数、犠牲となるといわれているがその現場をアフガニス

タンで目撃した。
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、 。 、もう一つの出来事は マレーシアである 監督になっての最初の作品は

日本の戦争を描いた「教えられなかった戦争―侵略・マレー半島 （１９」

９２年）である。マレー半島では、占領後、日本軍が１０万人の中国系住

。 。 、民を虐殺したといわれている 原告藤本は生き残った人々を訪ねた ５歳

６歳の子供の時に日本の兵隊に銃剣で刺された傷を持つ人たちが、そこか

。 、しこにいる 中学校の教師だった夫を生徒とともに学校で殺害された妻は

「日本人の顔は見たくない、その時の痛みが戻ってくるから 」と訪ねた。

原告藤本らを追い出した。戦争の傷は、半世紀たっても昨日のことのよう

に存在し続ける。

原告藤本は、市民が傷つき、殺される現代の戦争を決してやってはなら

ない、戦争をなくさねばならないとの思いを心に刻んで、映画づくりを続

けてきた。

ウ 原告藤本は、原告影山あさ子（以下 「原告影山」という ）とともに、、 。

２００４（平成１６）年１１月から沖縄に通い、辺野古、高江での新基地

建設反対の闘いを記録する映画を精力的に多数製作している（辺野古新基

地建設反対運動を記録した「Ｍａｒｉｎｅｓ Ｇｏ Ｈｏｍｅ （２００」

５年 ラブ沖縄 ２０１２年 圧殺の海 ２０１４年 第２章 辺）、「 」（ ）、「 」（ ）、 「

野古 （２０１６年 、高江のヘリパット基地建設反対運動を記録した「高」 ）

江－森が泣いている」(２０１６年) 「高江－森が泣いている２」(２０、

１６年)等 。）

原告藤本及び原告影山が沖縄の基地建設問題を記録し続ける理由は、２

００５年１０月に日本の外務大臣、防衛大臣とアメリカの国務長官、国防

長官が署名した「日米同盟：未来のための転換と再編」により日米安保条

約が変質し 「日米の軍事一体化」がはかられ、アメリカの戦争に、日本、

も参加できるようにしていこうという約束をしたことにある。沖縄・辺野

古、高江での米軍基地建設問題はその中に位置づけられるものであり、原
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告藤本らは沖縄の現場で現在及び後世への記録として残す責務を感じてい

るのである。

エ 沖縄の人たちが基地建設に反対する理由は明白である。沖縄の人たちは

県民の四人に一人が犠牲となった沖縄戦の残酷さを身を持って経験し、あ

るいは、祖父母や父母から伝えられることにより、軍隊（旧日本軍）は住

民を守らない、軍隊（米軍）の基地があることにより、却って危険である

ことを肌感覚でわかっているからである。

原告藤本は、沖縄の人たちが人生を懸けて基地建設反対運動を行う理由

を最も深く理解している人間の一人である。

基地建設反対運動は沖縄を含む日本が再び戦場となることを何としても

避けたい、憲法第９条の戦争放棄を実現し、前文に規定されている平和的

生存権をその侵害から守りたいという闘いの最前線に位置するものであ

る。

オ 原告藤本らは沖縄での撮影を続けると同時に、２００６（平成１８）年

から２００８（平成２０）年にかけて、延べ７回、約２００日間にわたり

、「 」アメリカの兵士やその家族たちの戦争体験を撮影し アメリカばんざい

「アメリカ－戦争する国の人びと 「ＯＮＥ ＳＨＯＴ ＯＮＥ ＫＩＬ」

Ｌ」の３つのドキュメンタリー映画を制作した。

原告藤本及び原告影山は、これらの映画を製作する中で沖縄のキャンプ

ハンセンに駐留しベトナム戦争に派遣された元海兵隊員のアレン・ネルソ

「 、 。」ンさんから聞いた 人を一人殺すたびに 自分の中の何かが死んでいく

という話が忘れられない。原告藤本及び原告影山は、ネルソンさんたちア

メリカ海兵隊員たちが、沖縄に来る前のブートキャンプ（新兵教育訓練）

で戦場で人を殺せるように育てられ、沖縄ではさらに実践的な訓練を受け

戦場に送られるという実態や、人を殺したら決して元の自分に戻れないと

いうことを深く知った。軍隊は「人は人を殺すようにできていない」とい
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うことを知っている。同時に、戦場で心に傷を負えば、元に戻す方法がな

いことも知っている。原告藤本はそのことを知りながら若者を戦士にする

軍隊を許せない。

カ 原告藤本は、安保関連法が憲法第９条に違反する戦争法であることを見

抜き、アメリカの行う戦争に日本がそして真っ先に沖縄が巻き込まれるこ

とを深く危惧している。

また、日本の自衛官が違憲の戦争法により、戦場に送られ、ある者は命

を落とし、またある者は人を殺すことになってしまい、元の自分には戻れ

ないまま、家族や地域社会に帰ってくるという悲惨で異常な状況を決して

是認できない。

安保関連法は原告藤本が映画監督という仕事を通して守ろうとしている

平和で基本的人権が保障される社会を根底から否定するものであり、原告

藤本としてはこれを絶対に廃止しなければならないと考えている。

原告藤本は安保関連法を制定した政府及び与党に対し、激しい怒りをも

って映画製作を続けている。

安保関連法は原告藤本の平和的生存権及び人格権ならびに主権者として

の憲法制定権を否定するものであり、原告藤本に重大な精神的苦痛を与え

ている。
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第７ 原告らの損害と国家賠償責任

１ 加害行為

内閣は、平成２６年７月１日、前記の内容の２６．７閣議決定を行い、平成

２７年５月１４日前記の内容の安保関連法案についての２７．５閣議決定を行

って、同月１５日にこれを国会に提出し、その可決・成立を求めた。

国会は、上記法案の提出を受けて、同年７月１６日衆議院において、同年９

月１９日参議院において、それぞれ安保関連法案の採決を行い、これを可決し

た（なお、内閣は、同月３０日安保関連法を公布し、平成２８年３月２９日こ

れを施行した 。。）

これらの安保関連法の可決・制定に至る内閣、国会の各行為によって、原告

らは、第６記載のとおりその権利を侵害された。

２ 原告らの損害

原告らは、安保関連法の制定に係る内閣による２６．７閣議決定、２７．５

閣議決定及び同法案の国会提出並びに国会による同法案の可決という、憲法に

反する違法行為により、第６で述べたように、現段階においても、その平和的

生存権を侵害され、重大な精神的苦痛を受けている。

さらに原告らは、今後、安保関連法を適用して集団的自衛権の行使等が行わ

れる危険性があり、いつ日本が戦争当事国になり、日本の領域も戦場になるか

分からない等の危険な状態に置かれるに至っており、集団的自衛権の行使等が

実際になされていない現段階においても、それが行使された場合の危険性、不

安と恐怖に現にさらされて、計り知れない精神的苦痛を被っている。

これらの精神的苦痛を金銭的に評価するのは困難であるが、各原告が少なく

とも金１０万円の慰謝料の支払を要する損害を被っていることは明らかであ

る。

３ 公務員の故意・過失

従前の集団的自衛権の行使等が憲法に反するという憲法解釈や、安保関連法
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案は違憲であるとの多くの指摘等を無視して、憲法改正手続をとることなく行

われた安保関連法の制定の経緯に鑑みれば、これに係る内閣（その構成員であ

る各国務大臣）による２６．７閣議決定、２７．５閣議決定及び同法案の国会

提出並びに国会（その構成員である国会議員）による同法案の可決等をするに

あたっては、上記国務大臣及び国会議員は、安保関連法案が違憲であり、これ

、 、を制定したときは原告らの権利を侵害することを知り これを容認していたか

少なくともこれを容易に知り、又は知りうべきであり、損害を回避することが

可能であったのにこれを怠った過失がある。

４ 加害行為と損害との因果関係

上記１記載の公務員の加害行為がなければ、上記２記載の原告らの損害は発

生しないから、両者の間には因果関係がある。

５ 結論

よって、原告らは、被告国に対し、国家賠償法１条１項に基づく国家賠償請

求として、それぞれ金１０万円及びこれに対する加害行為のうち最も遅い国会

の議決の日である平成２７年９月１９日から支払済みまで民法所定の年５分の

割合による遅延損害金の支払を求める。 以上

証 拠 方 法証 拠 方 法証 拠 方 法証 拠 方 法

追って提出する。

附 属 書 類附 属 書 類附 属 書 類附 属 書 類

１ 訴状副本 １通

２ 訴訟委任状 １７０通


